
中
央
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
唐
の
交
通
運
用
に
つ
い
て

は

じ

め

に

一
唐
支
配
以
前
に
お
け
る
中
央
ア
ジ
ア
の
交
通

二
唐
の
中
央
ア
ジ
ア
進
出
と

ート
ゥ
ル
フ
7
y
の
長
行
坊

(
1
〉
高
昌
園
の
遼
行
馬
と
西
州
の
長
行
馬

(
2
〉
軍
舟
幹
線
と
長
行
馬
の
運
用

(

I

)

西
州
《
交
河
郡
Y
一管
内
の
館
と
長
行
坊

(
E〉
軍
用
幹
線
の
設
定
と
そ
の
補
強
・
整
備

(
3
〉
「
帖
馬
」
に
よ
る
長
行
馬
運
用

(
I
)

「
帖
」
の
語
義

(
E〉
軍
用
幹
線
上
に
お
け
る
「
帖
馬
」

(
E〉
鎮
・
成
に
射
す
る
「
帖
馬
」

三
安
西
・
北
庭
地
域
に
お
け
る
長
行
坊
制
度

(
1
〉
安
西
四
銀
地
域
と
長
行
坊

(
2
〉
北
庭
地
域
と
長
行
坊

四
唐
の
軍
事
支
配
と
中
央
ア
ジ
ア
の
交
通
と
交
易

結

語
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fi. 

じ

めオ
ア
シ
ス
を
一
核
と
し
て
贋
が
る
交
易
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
、
孤
立
性
の
強
い
オ
ア
シ
ス
に
経
済
的
な
繁
祭
を
も

〈

1
〉

た
ら
し
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
松
図
書
男
氏
に
よ
っ
て
明
確
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
蛍
該
地
域
に
建
園
す
る
オ
ア
シ
ス
園
家
に
と
丹

中
央
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
、

て
、
支
配
圏
内
の
交
通
の
援
黙
と
な
る
オ
ア
シ
ス
を
掌
握
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
近
郊
の
オ
ア
シ
ス
園
家
と
の
通
交
関
係
を
如
何
に
維
持
す
る

か
が
、
統
治
上
の
最
重
要
課
題
で
あ
っ
た
。
か
か
る
情
勢
に
鹿
じ
て
、
オ
ア
シ
ス
各
園
に
は
、
領
内
ば
か
り
で
な
く
周
遣
の
オ
ア
シ
ス
園
家
と

の
往
来
を
維
持
す
る
た
め
の
様
々
な
制
度
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
蛍
地
域
で
は
、
北
方
に
遊
牧
騎
馬
園
家
が
成
立
す
る
と
、
彼
ら
は
オ
ア

(

2

)

 

シ
ス
諸
園
を
支
配
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
と
の
聞
に
共
存
・
共
生
的
な
開
係
を
構
築
し
た
が
、
中
央
ア
ジ
ア
に
お
け
る
多
く
の
オ
ア
シ
ス
園
家

を
包
含
し
た
贋
域
に
わ
た
る
交
通
の
秩
序
と
安
定
は
、
そ
う
し
た
遊
牧
騎
馬
園
家
に
よ
っ
て
保
註
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

六
世
紀
に
勃
興
し
た
ト
ル
コ
系
遊
牧
騎
馬
園
家
で
あ
る
突
蕨
も
、

タ
リ
ム
盆
地
周
漫
や
ソ
グ
デ
ィ
ア
ナ
地
域
の
オ
ア
シ
ス
諸
園
を
支
配
下
に

-24ー

置
く
と
同
時
に
、
そ
の
勢
力
圏
内
に
お
い
て
機
能
す
る
交
通
臨
制
を
整
え
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
七
世
紀
前
牟
に
、
東
方
に
唐
王
朝
が
成
立
す
る

と
、
そ
の
勢
力
が
こ
う
し
た
中
央
ア
ジ
ア
地
域
に
及
ぶ
よ
う
に
な
る
。
こ
の
唐
の
支
配
は
、
清
以
前
に
あ

っ
て
は
、
唯
一
天
山
南
北
南
域
に
直

中
央
ア
ジ
ア
の
祉
舎
は
、
唐
の

轄
州
鯨
を
設
置
し
、

そ
の
支
配
を
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
し
た
希
有
な
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
故
、

こ
の
時
期
、

領
域
も
し
く
は
そ
の
接
壌
地
域
と
化
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
様
々
な
か
た
ち
で
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。
先
に
述
べ
た
交
通
の
朕
況

も
、
唐
の
支
配
に
よ
っ
て
一
獲
す
る
の
で
あ
る
。

中
央
ア
ジ
ア
地
域
と
周
漫
地
域
と
の
交
通
や
交
易
の
問
題
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
歴
史
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
テ

l
マ
と
な
る
が
、
こ
う
し
た

議
論
を
深
め
る
た
め
に
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
各
時
期
に
お
け
る
在
地
も
し
く
は
外
来
の
支
配
勢
力
の
も
と
で
、
黙
在
す
る
オ
ア
シ
ス
を
援
貼

と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
交
通
髄
制
が
確
立
し
て
い
た
か
を
正
確
に
と
ら
え
て
ゆ
く
こ
と
が
不
可
依
と
な
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
如
何
な

る
交
易
が
そ
う
し
た
交
通
瞳
制
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
検
討
し
、

さ
ら
に
そ
れ
が
中
央
ア
ジ
ア
の
祉
舎
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
興
え



て
い
た
の
か
を
明
確
に
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
は
、
こ
う
し
た
問
題
意
識
の
も
と
に
、
中
央
ア
ジ
ア
枇
舎
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を

興
え
た
唐
の
支
配
時
期
を
取
り
あ
げ
、
先
ず
唐
が
こ
の
地
域
で
如
何
な
る
交
通
瞳
制
を
作
り
上
げ
て
い
た
の
か
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
と
思

う
。
な
お
以
下
本
論
で
使
用
す
る
中
央
ア
ジ
ア
と
は
、
便
宜
上
、
唐
が
直
接
支
配
し
た
パ
ミ

1
ル
以
東
の
地
域
に
限
定
し
て
お
く
。

唐
支
配
以
前
に
お
け
る
中
央
ア
ジ
ア
の
交
通

貞
親
四
年
(
六
一
ニ
O
〉
に
唐
が
中
央
ア
ジ
ア
へ
進
出
す
る
以
前
、
中
央
ア
ジ
ア
地
域
の
オ
ア
シ
ス
諸
園
は
、

〈

3
〉

西
突
販
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
た
。
詳
し
く
は
別
稿
に
譲
る
が
ー
そ
の
全
盛
期
で
あ
る
統
葉
護
可
汗
の
時
代
に
は
、
西
突
阪
は
配
下
の
遊
牧

部
族
同
様
に
皆
与
問
円
の
稽
競
を
授
興
し
た
オ
ア
シ
久
諸
圏
に
劃
し
て
、
可
汗
の
樺
威
を
背
景
と
す
る
旋
行
者
や
使
節
に
馬
畜
や
使
人
を
供
出

す
る
，義
務
を
課
し
て
い
た
。
受
け
入
れ
る
オ
ア
シ
ス
諸
園
で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
に
オ
ア
シ
ス
聞
の
交
通
を
支
え
る
手
段
を

確
保
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
高
昌
園
の
例
に
よ
れ
ば
、
領
内
お
よ
び
都
接
す
る
オ
ア
シ
ス
園
家
と
を
結
ぶ
交
通
制
度
が
設
置
さ
れ
る
ほ
か
、

(

4

)

 

遊
牧
勢
力
や
周
遁
の
オ
ア
シ
ス
園
家
か
ら
の
客
使
を
客
館
に
お
い
て
雁
接
し
、
宿
泊
施
設
や
糧
食
を
提
供
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
措
置
は
、

高
昌
園
だ
け
に
見
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
地
域
的
な
偏
差
は
あ
ろ
う
が
、
オ
ア

シ
ス
諸
園
に
ほ
ぼ
共
通
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ

〈

5
〉

る
。
従
っ
て
、
可
汗
の
権
威
を
背
景
と
す
る
放
行
者
や
使
節
も
、
オ
ア
シ
ス
諸
園
に
お
い
て
、
交
通
手
段
ば
か
り
で
な
く
宿
食
の
便
宜
を
供
興

さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。

突
販
の
西
方
勢
力
、

い
わ
ゆ
る

- 25ー

要
す
る
に
、
遊
牧
園
家
や
オ
ア
シ
ス
園
家
自
身
、
配
下
の
統
囲
網
園
や
領
民
に
人
馬
・
糧
食
等
の
供
出
を
課
す
こ
と
に
よ
っ
て
、

オ
ア
シ
ス
開

を
往
来
す
る
交
通
手
段
老
確
保
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
こ
う
し
た
交
通
運
用
が
、
そ
の
勢
力
圏
内
の
安
全
な
交
通
を
保
謹
す
る
、

遁
秩
序
を
作
り
上
げ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
統
葉
護
可
汗
の
時
代
は
、
そ
う
し
た
秩
序
が
最
も
贋
範
固
に
わ
た
っ
て
賓
現
し
た
時
期
で
あ

一
定
の
交

っ
た
の
で
あ
る
。

戸従
っ
て
、
首
該
地
域
の
変
通
の
安
全
を
確
保
す
る
に
は
、

ま
ず
何
よ
り
も
こ
う
し
た
交
逼
檀
制
に
依
る
こ
と
が
必
須
と
さ
れ

177 

て
い
た
。
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唐
が
中
央
ア
ジ
ア
へ
進
出
す
る
と
、
こ
う
し
た
嘗
地
域
の
交
通
秩
序
に
か
わ
り
、
唐
の
秩
序
に
基
づ
く
新
た
な
交
通
鐙
制
を
そ
の
支
配
の
維

持
の
た
め
に
構
築
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

唐
の
中
央
ア
ジ
ア
進
出
と
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の
長
行
坊

(

1

)

 

高
昌
園
の
遠
行
馬
と
西
州
の
長
行
馬

(
6〉

唐
の
基
本
と
す
る
交
通
制
度
は
、
周
知
の
よ
う
に
騨
俸
制
度
で
あ
っ
た
。
既
に
検
討
し
た
よ
う
に
、
騨
俸
制
度
と
は
、
中
央
と
地
方
と
を
騨

道
に
よ
っ
て
結
ぶ
こ
と
に
主
眼
を
置
き
、
限
定
さ
れ
た
僚
件
下
で
運
用
さ
れ
る
騨
制
と
、
そ
れ
を
背
後
で
支
え
る
べ
く
、
豚
に
遁
、迭
の
た
め
の

人
馬
の
供
出
お
よ
び
宿
食
供
給
を
課
し
、

日
常
的
な
公
用
交
通
・
運
織
を
携
わ
せ
た
俸
制
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
。
す
な
わ
ち
豚
が
停
馬
の

- 26ー

直
接
的
な
管
理
を
携
嘗
し
、
同
時
に
遁
迭
や
供
給
の
皐
位
も
し
く
は
基
地
と
な

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
勝
は
騨
・
俸
使
以
外
の
公

務
を
帯
び
た
康
範
な
使
者
に
制
到
す
る
遁
迭
・
供
給
の
基
地
と
な
っ
て
い
た
背
景
が
あ
り
、
俸
制
も
そ
の
上
に
立
脚
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

内
地
同
様
に
直
轄
州
豚
が
設
置
さ
れ
た
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
に
は
、

嘗
然
こ
う
し
た
構
造
を
も
っ
騨
俸
制
度
が
導
入
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
寅
際
に
は
、
園
政
レ
ベ
ル
で
運
用
さ
れ
る
騨

中
央
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
、
唐
の
嘗
一
該
地
域
進
出
の
橋
頭
壁
と
な
り
、

制
は
嘗
初
導
入
さ
れ
た
も
の
の
、
他
方
の
俸
制
が
施
行
さ
れ
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
出
土
文
書
か
ら
は
、
七
世
紀
後
牟
(
威
亨
元
年

〈
六
七

【
勾
，
】

O〉
〉

1
八
世
紀
の
段
階
で
は
あ
る
が
、
州
府
に
附
属
す
る
交
通
機
関
と
し
て
長
行
坊
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
長
行
坊
で

う
ま
や

は
、
槽
に
お
い
て
馬
・
瞳
・
牛
を
管
理
し
、
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
行
馬
蝿
、
長
行
車
牛
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
鯨
に
附
属
す
る
馬
坊
や

車
坊
が
あ

っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
が
、
馬
坊
に
は
停
馬
腫
で
は
な
く
、
長
行
馬
騒
が
配
備
さ
れ
て
い
た
。
車
坊
に
し
て
も
、

(

8

)

 

ス
ン
・
オ
ア
シ
ス
)
に
は
、
長
運
坊
が
設
置
さ
れ
、
遠
距
離
職
迭
を
携
う
車
・
牛
が
備
え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
俸
馬
に
か
わ
っ
て
、
長
行
馬

や
長
行
車
牛
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
地
域
の
日
常
的
な
公
用
交
通
・
運
稔
を
支
え
、
周
漫
に
慶
が
る
荒
野
や
沙
諸
唄
を
わ
た
る
手
段
と
な
っ
て
い
た
の

天
山
勝
(
ト
タ



で
あ
る
。

買
は
唐
が
ト
P

ル
フ
ァ
ン
を
直
轄
領
地
と
す
る
以
前
、

嘗
地
に
建
国
し
て
い
た
高
昌
園
で
も
、

遠
行
馬
あ
る
い
は
遠
行
車
牛
と
呼
ば
れ
る

馬
・
車
牛
が
配
備
さ
れ
、
領
内
ば
か
り
で
な
く
鄭
接
す
る
オ
ア

シ
ス
国
家
へ
の
交
通
手
段
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
交
通
制
度
は
、
官
民
・
僧
俗

の
別
を
問
わ
ず
、
彼
ら
の
所
有
す
る
馬
・
草
・
牛
を
供
出
さ
せ
て
運
用
す
る
も
の
で
あ
ア
た
。
遠
行
車
牛
に
つ
い
て
は
、
そ
の
具
憧
的
な
運
用

が
「
高
昌
某
年
俸
始
昌
等
牒
車
牛
子
名
及
給
債
文
書
」
〈
叶
N
H
，〉玄広印日
ω
片
田
)
〈録
〉

『
文
書
』
三
、
二
九
O
|二
九
二
頁
〉
か
ら
知
ら
れ
、
そ
れ
に
よ

れ
ば
、

ト
ク
ル
フ
ァ
ン
盆
地
内
の
交
通
を
支
え
る
遠
行
革
牛
が
存
在
す
る
ほ
か
、
ト
ク
ス
ン
・
オ
ア
シ
ス
に
近
在
す
る
始
昌
牒
城
を
本
擦
と
す

〈

9
)

る
遠
行
車
牛
に
よ
っ
て
、
駕
番
オ
ア
シ
ス
へ
の
遠
距
離
交
通
が
支
え
ら
れ
て
い
た
朕
況
を
停
え
て
い
る
。
西
州
都
督
府
に
お
い
て
、
州
府
に
附

属
す
る
長
行
坊
と
は
別
に
、
長
運
坊
が
天
山
鯨
に
設
置
さ
れ
車
牛
が
配
備
さ
れ
た
の
も
、
高
昌
園
に
お
け
る
始
昌
鯨
の
遠
行
革
牛
を
受
け
纏
い

だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
卸
ち
、
唐
は
、
嘗
地
域
の
交
通
に
遁
麿
し
た
高
昌
園
の
遠
行
馬
・
車
牛
を
継
承
す
る
か
た
ち
で
、
長
行
馬
・
車
牛
を
配
備

つ
ま
り
、
こ
の
こ
と
が
騨
俸
制
度
の
導
入
に
あ
た
り
、
牒
を
皐
位
と
し
て
運
用
さ
れ
る
停
制
の
導
入
が
阻
ま
れ
た
大
き
な
要
因
で
あ
っ
た
と

-'1:1-

し
た
の
で
あ
る
。

思
わ
れ
る
e

さ
て
こ
う
し
た
長
行
馬
・
車
牛
が
、
嘗
初
ど
の
よ
う
に
遠
行
馬
・
車
牛
を
糧
承
し
て
運
用
さ
れ
て
い
た
の
か
は
、
史
料
が
な
く
詳
細
は
不
明

で
あ
る
が
、
た
だ
次
に
掲
げ
る
よ
う
な
領
抄
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

「
武
周
如
意
元
年
(
六
九
二
〉
史
玄
政
付
長
行
馬
債
銀
銭
抄
」
(
宏
、
吋
〉
忌
白
一
N

∞
〈
潟
〉

『
文
書
』
七
、

l

四
四
一
頁
〉

史
玄
政
付
長
行
馬
債
銀
銭
武
文
、
准
銅

銭
陸
拾
摩
文
。
如
意
元
年
八
月
十
六
日
里
正

李
黒
抄
1

其
銭
戸
内
衆
備
馬
債
、
李
黒
記
。

『
文
物
』
一
九
七
三
l
一
O
、
二
一
一
一
頁
・
圏
三
八

〈録〉

1 

史
玄
政
は
長
行
馬
債
銀
銭
二
文
を
、
銅
銭
六
四
文
に
換
算
し
て
納
付
し
た
。
如
意

2 

元
年
八
月
十
六
日
、
里
正
の
李
黒
が
領
牧
し
た
。
こ
の
鐘
は
、
戸
内
に
衆
く
備
え
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3 

る
馬
の
〈
供
出
を
克
除
す
る
代
〉
債
で
あ
る
。
李
黒
が
記
す
。
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こ
の
文
書
か
ら
、
七
世
紀
末
に
西
州
に
お
い
て
長
行
馬
債
錨
と
呼
ば
れ
る
ー銀
銭
の
納
入
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
先
の
長
行
馬

(

叩

)

と
遠
行
馬
と
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
こ
れ
が
高
畠
園
時
代
の
馬
畜
供
出
の
菟
除
銭
た
る
遠
行
馬
鏡
を
継
承
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
本
文
書
末

行
も
書
出
し
た
よ
う
に
理
解
で
き
よ
う
。

(

日

)

こ
の
事
買
は
、
西
州
設
置
後
も
、
馬
畜
を
有
す
る
戸
か
ら
の
供
出
に
よ
っ
て
遠
使
を
支
え
た
オ
ア
シ
ス
園
家
の
俸
統
が
、
長
行
馬
と
い
う
名

の
も
と
に
保
た
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
先
に
述
べ
一た
よ
う
に
、
七
世
紀
後
牢

1
八
世
紀
に
は
、
長
行
馬
・
車
牛
は
州
腕
肺

に
附
属
す
る
馬
・
車
坊
に
管
理
さ
れ
る
官
有
の
馬
・
車
牛
を
基
本
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
八
世
紀
以
降
に
は
こ
う
し
た
交
通
機

(

ロ

〉

闘
が
西
州
だ
け
で
な
く
北
庭
・
敦
埋
に
配
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
既
に
確
認
さ
れ
て
い
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
長
行
馬
・
車
牛
が
、
唐
の
支
配

以
前
に
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
・
オ
ア
シ
ス
で
形
成
さ
れ
て
い
た
交
通
運
用
を
個
別
的
な
か
た
ち
で
継
承
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
後
の
損
大
・
長
期
化
す
る
唐
の
中
央
ア
ジ
ア
支
配
の
遁
程
で
、
嘗
一
該
地
域
の
統
治
を
保
持
す
る
た
め
の
交
逼
手
段
と
し
て
整
備
・
確
立
さ
れ

て
い
っ
た
朕
況
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
関
係
史
料
が
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
、
そ
れ
も
時
期
的
に
は
開
元
・

天
賓
期
以
降
に
集
中
し
て
い
る
の
で
、

嘗
一
該
時
期
に
お
け
る
西
州
(
交
河
郡
〉
長
行
坊
の
検
討
を
通
じ
て
、

こ
の
交
通
機
関
の
機
能
と
性
格
を

-28ー

明
確
に
し
て
お
き
た
い
。

(

2

)

 

軍
用
幹
線
と
長
行
馬
の
運
用

(
I〉

西
州
〈
交
河
郡
)
管
内
の
館
と
長
行
坊

近
時
公
表
さ
れ
た
ア
ス
タ
ー
ナ
五

O
六
競
墓
出
土
の
文
書
は
、
西
州
(
交
河
郡
〉
長
行
坊
の
解
明
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
史
料
と
な
る
が
、

そ
の
う
ち
「
天
資
十
四
載
(
七
五
五
U

一
一
一
月
交
河
郡
長
行
坊
典
竹
奉
琳
牒
」
(
芯
吋
〉
冨
包
今
と
お
|
包
〈
録
〉

『
文
書
』
一

O
、
二
一
一
六
|
ニ
二
八
頁
)

に
は
、
以
下
の
ご
と
く
見
え
て
い
る
。



合
郡
坊
帖
馬
、
従
九
月
廿
一
日
己
後
至
十
二
月
品
川
日
以
前
、
侵
食

交
河
等
館
馬
料
餅
到
、
組
萱
肝
陸
拾
捌
碩
参
到
陸
勝
。

参
伯
慰
拾
碩
、
先
支
給
詑
。

萱
伯
碩
交
河
館

参
拾
碩
天
山
一直

(
石
)

参
拾
碩
諸
口
闘
一
十
一
月
。

深
伯
煎
拾
捌
碩
参
爵
陸
勝
、
未
給
。

威
伯
玖
碩
蕪
酔
閏
十
一
月
支
、
在
輔
副
劇
倉
。
ー

捌

拾

擦

碩

玖

到

参

勝

輔

副

倒

。

伍

拾

碩

伍

到

陸

勝

棚

刷

働

。

威
拾
い
陸
一碩

参

酔

登

勝

調

E
倒。

嬢
捻
柴
碩
難
民
ι

草
地
館
。

蕉
伯
蕪
拾
碩
閏
十
一
月
在
、
支
珂
出
劇
倉
。天

山
倉
。

萱
伯
碩
柳
谷
館

捌
拾
碩
石
合
館
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内
蔵
拾
碩
十
月
給
。
参
拾
碩
十
一
月
給
。

伍
拾
碩
十
二
月
給
。

内
威
拾
碩
十
月
給
。
参
拾
碩
十
一
月
給
。

伍
拾
碩
十
二
月
給
。

内
参
拾
碩
十
一
月
給
。
伍
拾
碩
十
二
月

園。(
一
月
)

田
口
口
。

- 29ー

壷
伯
爆
拾
参
碩
玖
民
参
勝



萱
拾
感
頑
参
到
捌
勝

参
拾
萱
碩
陸
一
叫
玖
勝

稽

石

館

。

口
口
口
。

口
口
口
。

(
倉
)

或
伯
玖
拾
玖
碩
萱
民
陸
勝
、
在
郡
口
。

(帖〉口
馬
侵
食
営
館
餅
到
、
其
餅
到
並

在
郡
坊
、
具
食
歴
如
前
、
請
填
還
者
。

准
献
勘
責
、
従
九
月
廿
一
日
己
後
、
具
己

付
、
未
付
数
如
前
、
岡
一
検
羅
護
、
神
泉
、
赤

(
安
?
)

割
引
、
口
国
薗
四
舘
未
有
申
慮
、
圃

如
前
、
一
国
鹿
分
。

前
。
謹
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参

碩

拾

萱

碩

拾

捌
拾
或
碩
参
到
楽
勝

担リ

拾

碩

E式

2己

飲

圏
、
件

牒

検

如

天
山
口
。

ート蹄〉

宿
石
口
。

酸
菜
館
。

- 30ー

一一一月

日

典

竹

(賓十一一一〉

園
口
口
口
剛
一
両
亘
出

H
E回
一函

奉

琳

牒

(後

(
部
分
和
謬
〉

級、J



「
(
諸
館
よ
り
長
行
坊
に
宛
て
ら
れ
た
肢
に
よ
る
と
「
:
:
:
郡
坊
の
〉
帖
馬
は
、
嘗
館
の
馬
料
を
侵
食
じ
て
お
り
ま
す
が
、
(
郡
坊
帖
馬
の
)

馬
料
は
す
べ
て
郡
長
行
坊
よ
り
支
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
〈
本
館
の
)
食
歴
〈
馬
料
支
出
蓋
帳
〉
は
、
本
肢
に
て
報
告
し
た
逼
り

で
す
。
ど
う
か
(
侵
食
分
を
〉
補
填
L
て
下
さ
る
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
」
と
あ
り
ま
す
n

(

こ
の
諸
館
か
ら
の
)
般
に
よ
っ
て
取

口，.

り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
九
月
一
一
一
日
以
後
の
支
給
済
み
分
と
未
給
分
の

L

馬
料
額
は
、
先
に
掲
げ
た
通
り
で
す
。
羅
護
・
神
泉
・
赤
亭
・
安
昌

の
四
館
に
つ
い
て
は
、
未
だ
申
告
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
具
に
取
り
調
べ
た
と
こ
ろ
、
先
に
報
告
し
た
通
り
で
す
c

ご
庫
分
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。
」

と
り
し
ら
ベ

牒
す
ら
く
、
件
検
は
以
上
の
通
り
で
す
。
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。

(
天
賓
十
四
載
〉
三
月

日

(
長
行
坊
〉
典

竹
奉
琳
が
申
し
上
げ
ま
す
。

天
賓
十
三
載
(
七
五
四
)
九
月
一
一
一
日

1
一
二
月
三

O
日
(
第
四
季
分
〉
に
お
い
て
、
郡
坊
帖
馬
が
交
河
郡
管
内
の
諸
館
で
消
費

し
た
馬
料
に
闘
す
る
、
長
行
坊
の
典
、
竹
奉
琳
に
よ
る
検
察
報
告
で
あ
る
。
冒
頭
に
は
、
郡
坊
帖
馬
が
諸
館
で
消
費
し
た
馬
料
の
組
計
一
、

O

本
文
書
は
、

六
八
石
三
斗
六
升
を
掲
げ
て
い
る
。

以
下
に
そ
の
内
需
が
列
摩
さ
れ
、

前
半
部
(
六
|
十
一
行
目
〉
に
、

- 31ー

既
に
支
給
し
た
分
と
し
て
三
四

O
石

(

日

〉

が
、
そ
し
て
後
半
部
に
は
未
給
分
と
し
て
七
二
八
石
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
後
ろ
に
貼
り
縫
が
れ
た
文
書
か
ら
、
既
に
支
給
し
た
分
の
う
ち
二

O
石
(
一
。
月
〉
分
は
、
坊
官
の
劉
恵
振
の
肢
に
、

三
O
石
(
二
月
〉
分
は
、
西
北
雨
路
巡
官
の
李
大
筒
等
の
肢
に
基
づ
き
、
支
出
を
見
越
し

そ
し
て
、
最
後
に
竹
奉
琳
の
上
申
文
が
附
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
取
調
〈
検
察
)
は
、
長
行
坊
の
専

嘗
官
で
あ
る
焦
彦
圧
が
命
じ
た
も
の
で
、
こ
の
あ
と
長
行
坊
と
し
て
の
剣
欝
を
附
し
て
、
所
管
の
官
司
に
そ
の
最
終
的
な
鹿
決
を
仰
い
だ
も
の

で
あ
っ
た
。

て
馬
料
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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ア
ス
タ
ー
ナ
五

O
六
暁
墓
出
土
文
書
か
ら
そ
の
詳
細
が
明
ら
か
と
な
る

が
、
本
文
書
に
見
え
る
諸
館
が
、
交
河
郡
長
行
坊
か
ら
馬
料
を
配
給
さ
れ
た
館
で
あ

っ
た
。
今
、
全
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
文
書
か
ら
確
認
さ
れ
る
ト

帖
馬
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
後
に
ふ
れ
る
が
、
本
文
書
か
ら
長
行
馬
は
諸
館
で
馬
料
を
遁
給
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
長
行
坊
か
ら
館
へ
の
馬
料
支
給
の

シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
、
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表

①吐魯番周遁の館(現在地〉 fl ② ③州豚治・軍事施設
'--' 

1.北館 (Qara.khoja) 西州
(1) 〔西州→伊州〕路

2.柳中館 (Lukchun) 。柳中豚

3.務昌館 (Pichan) 。蒲昌鯨

4.東讃館

5.赤亭館 (Chik.tam) 。赤亭銀(守捉〉・成・ ;峰
6.草地館 (Kiriklik.langar?) 。
7.逮匪館 (Hsi.yen.chih，西墜池?) 。逮匪成 ・燦

8.羅護館 (Hui.ching.tzu，恵井子〉 。羅護銀(守捉〉 ・;峰

9.神泉館 。
10.狼井館 狼井氏

(ロ) C西州→f駕Pa番ka〕-b路ulf1、aJ5 、k 
2.安昌館 (Paka.bulak) 。
3.天山館 (Toksun) 。天山豚

4.宿石舘 (Arghai・bulak) 。宿石成

5.銀山館 (Kumush) ((9)) 銀山銀 ・成

や守 〔西州→北庭〕路

2.交河館 (Yar・khoto) 。交河原系

3.酸秦舘 (Shaftallukり 。酸秦成

4.龍泉館(Ishak.dawan)

5.柳谷館〈潜家地〉 。柳谷鎮
r、、

6.石合館(泉子街古城〉 。石合鎮・ Eえ(=石倉漢成)16 、.../

ゥ
ル
フ
ァ
ン
周
遁
に
位
置
す
る
館
〈
①
)
と
、

前
掲
文
書
に
掲
げ
る
館
(
②
)
と
を
比
較
し

て
み
る
と
、
上
掲
の
表
の
よ
う
に
な
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
郡
長
行
坊
が
馬
料
を
支

給
す
る
館
は
、

東
は
紳
泉
館
、

館
、
そ
し
て
北
は
石
舎
館
ま
で
及
ん
で
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
、
西
州
周
迭
に
設
置
さ
れ
た

諸
館
を
ほ
ぼ
網
羅
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ

西
は
銀
山

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
天
費
時
代
、
長
行
坊

- 32ー

は
州
(
郡
〉
管
下
の
全
館
を
援
黙
と
し
て
機

能
す
る
瞳
制
に
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

ま
た
同
時
に
、
こ
う
し
た
諸
館
の
配
置
か

ら、

表
に
掲
げ
た
よ
う
に
、
長
行
坊
か
ら
延

び
る
三
本
の
交
通
路
線
(
イ
・
ロ

・
ハ
)
が

(
M
U
〉

浮
か
び
上
が
る
。

『
西
州
園
経
』

(p.
二
O

O
九
〉
等
に
見
え
る
よ
う
に
、

ト
ヲ

ル
フ
ア

ン
か
ら
は
敷
多
く
の
交
通
路
が
周
溢
に
延
び

て
い
た
が
、

唐
は
そ
の
中
か
ら
、

先
の
三

道
を
幹
線
路
と
し
て
設
定
し
た
も
の
で
あ
ろ



(
叩
四
〉

ぅ
。
長
行
坊
は
、
こ
の
三
道
上
の
館
に
一
定
の
手
績
き
の
も
と
に
馬
料
を
支
給
し
て
、
不
毛
の
荒
野
・
沙
積
を
わ
た
る
長
行
馬
の
往
来
を
確
保

し
、
鄭
接
す
る
伊
州
・
北
庭
・
冥
府
警
方
面
の
オ
ア
シ
ス
と
の
連
絡
を
果
た
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

。

寸
P

(
E〉

軍
用
幹
線
の
設
定
と
そ
の
補
強
・
整
備

と
こ
ろ
で
先
の
表
の
③
に
併
載
し
た
よ
う
に
、
館
が
配
置
さ
れ
た
オ
ア
シ
ス
に
は
、
州
・
豚
城
を
除
け
ば
、
概
ね
軍
事
施
設
で
あ
る
鎖
・
成

が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
先
の
ア
ス
タ
ー
ナ
五

O
六
競
墓
出
土
の
文
書
に
も
、
以
下
に
掲
げ
る
よ
う
に
、
館
の
責
任
官
た
る

(
m
m
)
 

捉
館
官
に
鎮
副
や
前
鎮
賂
な
ど
が
嘗
た
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
館
と
軍
事
施
設
と
の
併
置
朕
況
の
一
端
を
反
映
し
て
い
る
。

某
館
H
捉
館
官
揖
鎮
副
上
柱
園
、
張
口
口
(
誌
吋

krzg町
一
品
¥
印

NlH
『
文
書
』
一

O
、
七
四
頁
)

宿
石
館
川
捉
館
官
前
鋸
賂
、
張
令
献
(
寸
ω
、HY〉
宮
印
。
町
一
品

¥ω
凶
|
晶
、
叩
『
文
書
』
一

O
、
二

0
・
二
七
頁
)

そ
も
そ
も
西
州
に
お
い
て
、
館
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
の
は
、

一酉
州
城
内
の
北
館
を
除
け
ば
、
八
世
紀
を
遡
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
先
述
し

た
よ
う
に
、
西
州
に
は
嘗
初
騨
制
が
導
入
さ
れ
、
騨
を
配
置
す
る
騨
道
が
西
州
城
ま
で
達
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
、
前
掲
衰
の
達
匪
館
な

(

初

)

ど
も
開
耀
二
年
(
六
ろ
一
〉
頃
に
は
騨
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
館
は
、
西
州
や
各
鯨
に
設
置
さ
れ
た
そ

れ
を
除
け
ば
、
七
世
紀
の
段
階
で
前
記
判
・
帥
・
付
路
線
上
に
完
備
さ
れ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
一
方
、
鎖
・
成
た
ど
の
軍
事
施
設
に
つ
い

て
は
、
西
州
が
、
高
昌
園
征
服
に
引
き
績
き
、
安
西
都
護
府
の
も
と
に
鎮
守
軍
が
駐
屯
す
る
前
線
基
地
と
さ
れ
て
い
た
背
景
を
も
つ
こ
と
か

- 33ー

ら
、
営
初
よ
り
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
周
濯
に
配
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
東
西
北
三
方
に
延
び
る
す
べ
て
の
交
通
路
が
軍
事
的
に

(

幻

〉

掌
握
さ
れ
、
鎮
・
民
ば
か
り
で
な
く
多
く
の
燦
健
が
そ
う
し
た
交
通
路
に
、
沿
っ
て
配
置
さ
れ
て
い
た
朕
況
も
う
か
が
え
る
。
先
に
掲
げ
た
三
路

は
、
そ
の
中
で
も
特
に
重
要
な
軍
用
幹
線
と
し
て
の
側
面
を
有
し
て
お
り
、
中
央
と
結
ぼ
れ
た
騨
道
も
そ
の
路
上
に
設
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
州
蘇
館
を
除
く
前
掲
の
諸
館
の
多
く
は
、
騨
制
の
鹿
止
後
、
嘗
初
よ
り
設
定
さ
れ
て
い
た
軍
用
幹
線
上
の
軍
事
施
設

185 

に
後
か
ら
併
置
さ
れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



186 

と
す
る
な
ら
ば
、
先
の
三
路
に
館
を
完
備
し
、
長
行
坊
が
管
理
す
る
馬
畜
の
往
来
の
便
を
困
っ
た
の
は
、
蛍
地
の
軍
事
情
勢
に
麿
じ
た
も
の

で
あ
司
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
周
知
の
よ
う
に
唐
は
七
世
紀
末
に
安
西
都
謹
府
に
三
寓
の
兵
員
を
涯
遣
し
た
こ
と
を
皮
切
り
に
、
軍
事
支
配

の
強
化
を
目
的
と
し
た
積
極
的
な
経
営
姿
勢
に
嬰
化
し
て
い
っ
た
。
ト
P

ル
フ
ァ
ン
で
も
、
兵
馬
を
増
強
し
た
天
山
軍
が
西
州
城
に
駐
屯
し
、

そ
の
周
漫
に
お
い
て
も
庭
州
に
北
庭
都
護
府
の
設
置
と
と
も
に
幣
海
軍
が
、
さ
ら
に
伊
州
に
も
伊
吾
軍
が
配
置
さ
れ
た
。
即
ち
、
八
世
紀
に
は

周
溢
諸
勢
力
の
侵
入
か
ら
安
西
・
天
山
東
部
地
域
を
守
る
た
め
に
、
各
オ
ア
シ
ス

の
駐
屯
箪
を
増
強
し
て
そ
の
防
備
を
固
め
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
と
も
な
い
賞
地
域
の
駐
屯
軍
を
中
心
と
す
る
交
通
・
遁
信
・
運
職
活
動
が
活
漉
化
し
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、
そ
れ
を
確
保
す
る
た
め
に
、

西
州
地
域
で
も
周
遣
の
政
治
・
軍
事
擦
貼
お
よ
び
唐
内
地
と
を
結
ぶ
軍
用
幹
線
が
補
強
・
整
備
さ
れ
、
新
た
な
交
通
・
運
総
賦
況
に
封
麗
し
て

い
っ
た
の
で
あ
る
。
西
州
に
は
、
首
初
騨
制
が
導
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
完
全
に
騨
俸
制
度
に
か
わ
り
、
長
行
坊
を
中
心
と
す
る

交
通
運
用
の
一
元
化
が
園
ら
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
騨
・
俸
制
が
導
入
さ
れ
た
敦
埋
に
お
い
て
も
、
八
世
紀
に
は
嘗
地
の
軍
鎖
常
駐
化
の
航

(

辺

〉

況
に
腹
じ
て
、
そ
れ
ら
に
か
わ
り
長
行
坊
が
配
置
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
た
紋
況
の
も
と
、
長
行
坊
に
は
、
長
行
馬
と
は
別
に
画
馬
が
配
備
さ
れ
る
と
と
も
に
、
軍
用
幹
線
上
の
鎮
・
成
に
も
規
定
に
則
っ
て

(

お

)

こ
れ
が
備
え
ら
れ
て
い
た
。
既
に
別
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
こ
の
画
馬
は
、
緊
急
時
の
通
信
を
支
え
る
官
馬
と
な
っ
て
い
た
。
長
行
坊
が
、
各

軍
事
的
な
念

- 34ー

地
へ
の
文
書
停
達
の
護
信
基
地
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
教
埠
文
書

(
S
.

使
の
涯
遣
を
は
じ
め
、
緊
急
時
の
通
信
は
長
行
馬
で
は
な
く
、
画
馬
が
携
蛍
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
嘗
初
の
騨
が
麿
止
さ
れ
る
朕
況

二
二
二
四
、
二
七

O
三
V
〉

か
ら
も
う
か
が
え
る
が
、

の
な
か
で
、
騨
馬
の
機
能
を
長
行
坊
制
の
な
か
に
吸
牧
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

八
世
紀
に
は
貫
質
的
に
嘗
地
の
駐
屯
軍

(

川

崎

〉

う

ま

や

の
将
兵
に
よ
っ
て
管
理

・
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
こ
と
は
、
長
行
馬
が
兵
士
に
割
り
嘗
て
ら
れ
て
群
牧
さ
れ
、
ま
た
槽
で
の
飼
養
を

監
督
す
る
槽
頭
や
長
行
馬
を
引
導
す
る
馬
子
に
健
見
と
呼
ば
れ
る
兵
士
が
充
て
ら
れ
、
さ
ら
に
は
そ
れ
を
取
り
仕
切
る
坊
官
と
し
て
子
絡
や
果

(

お

)

毅
〈
都
尉
)
が
任
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
明
白
で
あ
る
。

ま
た
こ
う
し
た
交
通
事
情
の
襲
化
に
封
躍
す
る
よ
う
に
、
州
府
の
附
属
機
関
で
あ
司
た
長
行
坊
も
、



菊
池
英
夫
氏
に
よ
れ
ば
、
「
(
西
州
〉
都
督
府
と
明
記
さ
れ
た
牒
文
で
は
屡
々
「
諸
府
鯨
鋸
(
成
)
界
内
云
々
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
て
、

一6

州
の
軍
事
を
統
督
す
る
も
の
と
し
て
の
都
督
府
に
は
、
銀
・
成
は
も
ち
ろ
ん
、
明
ら
か
に
そ
の
州
内
の
軍
府
と
諸
燃
と
に
劃
す
る
命
令
擢
が

〈

お

〉

興
え
ら
れ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
が
、
西
州
で
は
、
こ
う
し
た
都
督
府
の
都
賀
が
嘗
地
の
駐
屯
軍
の
軍
使
を
品
兼
ね
、
軍
府
や
鎮
・
成
も
、
首
初
よ

り
そ
の
駐
留
に
よ
っ
て
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
西
州
都
督
府
の
兵
曹
司
に
管
掌
さ
れ
る
長
行
坊
を
、
寅
質
的
に
駐
屯
軍
の
持

兵
が
管
理
・
運
用
し
得
た
の
も
、
こ
う
し
た
睦
制
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。

要
す
る
に
、

八
世
紀
に
お
け
る
軍
事
支
配
の
強
化
に
伴
い
、
西
州
都
督
府
に
導
入
さ
れ
て
い
た
騨
制
が
慶
止
さ
れ
る
と
と
も
に
、
州
府
の
附

属
機
関
で
あ
っ
た
長
行
坊
が
駐
屯
軍
の
将
兵
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
に
よ
る
交
通
運
用
の
一
元
化
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
の
際
に
、
西
州
城
を
中
心
に
設
定
さ
れ
て
い
た
軍
用
幹
線
上
に
館
を
完
備
し
て
、

庭、
Z

局
番
〉
と
の
交
通
・
逼
信
・
運
線
機
能
を
強
化
し
た
の
で
あ
っ
た
。

唐
内
地
や
鄭
接
す
る
政
治
・
軍
事
援
賠
〈
伊
州
、
北

(

3

)

 

「
帖
馬
」
に
よ
る
長
行
馬
運
用

- 35ー

〈

I
)

「
帖
」
の
語
義

管
理
接
黙
ま
で
い
く
こ
と
を
原
則
と
し
た
と
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
長
行
馬
が
長
行
坊
に
管
理
さ
れ
、
設
定
さ
れ
た
軍
用
幹
線
路
に
沿
っ
て
機
能
す
る
官
馬
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
乗
り
通
し
て
次
の

と
こ
ろ
が
、
館
か
ら
提
出
さ
れ
た
馬
料
支
出
蓋
帳
か
ら
は
、
長
行
馬
が
州
(
郡
〉
府

聞
を
結
ぶ
遠
距
離
用
の
交
通
手
段
と
な
る
と
と
も
に
、
都
接
す
る
諸
館
の
聞
を
結
ぶ
近
距
離
交
通
用
の
馬
と
し
て
頻
繁
に
諸
使
に
給
付
さ
れ
利

用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
馬
料
支
出
蓋
帳
で
は
、
こ
う
し
た
長
行
馬
が
、
「
郡
坊
帖
馬
」
も
し
く
は
単

に
「
帖
馬
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
前
掲
の
「
交
河
郡
長
行
坊
典
竹
奉
琳
牒
」
冒
頭
で
も
館
の
馬
料
を
侵
食
し
た
長
行
坊
の
長
行
馬

187 

を
「
郡
坊
帖
馬
」
と
線
稽
し
て
い
る
。



188 

こ
の
「
帖
」
字
は
多
様
な
意
味
を
有
す
る
が
、
例
え
ば
騨
俸
制
度
の
中
に
お
い
て
は
、
『
加
府
元
亀
』
巻
六
一
二
卿
監
部
監
牧
僚
に
、

(
開
元
〉
九
年
正
月
詔
す
ら
く
、
聞
く
が
如
く
ん
ば
、
天
下
の
馬
を
有
す
る
家
、
州
豚
或
い
は
郵
遁
・
軍
政
に
因
ら
し
む
る
に
、
即
ち
先

に
差
遣
帖
助
し
、
粂
ね
て
戸
の
衣
を
定
む
。
(
中
略
〉
今
よ
り
己
後
、
諸
州
の
百
姓
、
有
蔭
無
蔭
の
君
(
者
〉
を
問
わ
ず
、

に
馬
十
匹
己
上
を
畜
す
を
、
帖
騨
・
郵
遁
及
び
征
行
に
縁
ら
し
め
、
並
び
に
偏
り
て
差
遣
帖
助
す
る
を
得
ず
。

能
く
毎
に
家

と
見
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
民
戸
の
所
有
す
る
馬
畜
を
徴
渡
し
て
、
郵
騨
や
軍
放
に
利
用
す
る
こ
と
を
「
帖
助
」
と
表
現
し
て
い
る
。

こ
こ
に
は
ま
た
「
帖
騨
」
と
も
見
え
、
史
料
に
聞
し
て
解
樺
す
れ
ば
、
徴
裂
し
た
民
間
馬
を
騨
に
配
嘗
し
て
活
用
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
「
帖
」
字
の
使
用
は
、
開
元
二
五
年
の
「
水
部
式
残
巻
」

(p.
二
五
O
七、
H

，H
，
ロ
]
(
〉
〉
M
M

・
企
)
の
一
僚
に
も
見
え
、

遼
東
に
駐
留
す
る
軍
隊
宛
て
の
軍
需
物
資
を
稔
迭
す
る
二
年
上
役
の
轄
運
水
手
五
四

O
O人
に
劃
し
て
、
尭
課
や
資
助
を
規
定
す
る
な
か
に
、

「
粂
准
屯
丁
例
、
毎
夫
一
年
各
帖
一
丁
。
」
と
あ
る
。
本
僚
を
検
討
さ
れ
た
日
野
開
三
郎
氏
は
、
首
一
該
部
分
は
、
水
手
の
出
身
州
(
河
北
・
山
東

方
面
の
一

O
州
)
に
命
じ
て
、
水
手
ご
と
に
一
人
の
丁
男
を
配
嘗
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
し
、
こ
の
配
嘗
丁
男
の
税
役
義
務
を
納
資
せ
し
め
る
こ
と

(

幻

〉

に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
長
上
中
の
水
手
の
家
族
の
生
活
費
に
充
て
て
い
た
と
解
さ
れ
て
い
る
。
聞
ち
、
長
上
者
に
劃
す
る
丁
男
の
配
嘗
に
「
帖
」

字
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
「
唐
西
州
都
督
府
牒
篤
請
留
迭
東
官
馬
填
充
圏
結
依
馬
事
」

Q
N吋
〉
冨
お
∞

Hg(白
〉
『
文
書
』

八
、
八
三
頁
〉
は
、
西
州
外
に
移
送
す
べ
き
官
馬
を
圏
結
兵
の
飲
馬
補
填
の
た
め
に
西
州
に
留
め
る
こ
と
を
請
求
し
た
牒
文
で
あ
る
が
、
そ
の
一

節
に
「
更
須
筒
廿
疋
痩
馬
、
帖
群
。
」
と
見
え
、
先
の
官
馬
か
ら
痩
馬
二

O
疋
を
選
ん
で
、
西
州
の
群
牧
に
配
嘗
す
る
こ
と
を
「
群
に
帖
す
る
」

(

お

)

と
記
し
て
い
る
。
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こ
れ
ら
か
ら
、
「
帖
」
す
る
と
は
、
本
来
配
嘗
す
べ
き
性
質
で
は
な
い
も
の
を
規
定
外
に
配
嘗
し
て
責
助
せ
し
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。

交
通
の
場
合
で
見
る
と
す
れ
ば
、
長
行
馬
が
騨
俸
馬
に
準
じ
た
官
馬
で
あ
る
以
上
、
必
ず
長
行
馬
は
長
行
坊
に
配
置
さ
れ
て
運
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
り
、
そ
の
運
用
に
も
日
程
・
ル

l
ト
的
な
巌
し
い
制
約
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
長
行
馬
は
長
行
坊
以
外
に
「
帖
」
さ
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
制
約
を
外
れ
て
機
能
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
司
た
の
で
あ
る
。



(
E〉
軍
用
幹
線
上
に
お
け
る
「
帖
馬
」

先
に
も
述
べ
た
館
か
ら
提
出
さ
れ
た
馬
料
支
出
蓋
帳
に
見
え
る
「
郡
坊
帖
馬
」
が
、
概
ね
「
郡
坊
帖
某
館
馬
」
の
略
し
た
表
現
で
あ
る
こ
と

は
明
ら
か
で
(
「
珂
劃
十
三
載
国
羽
倒
路
子
到
剰
倒
等
膝
」
〈
誌
、
吋
〉
宮
町
O

由
一
と
お
l
品
〈
銭
〉
『
文
書
』
一

O
、
九
五
頁
〉
〉
、
既
に
孫
瞬
林
氏
も
検
討
さ
れ
て

(
m
m
〉

一

い
る
の
で
詳
細
は
省
略
す
る
が
、
こ
の
蓋
帳
内
容
の
分
析
か
ら
長
行
馬
が
諸
館
に
か
な
り
自
由
に
帖
さ
れ
て
い
た
朕
況
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
長
行
坊
か
ら
官
兵
な
ど
に
長
行
馬
が
給
付
さ
れ
る
場
合
に
も
、
彼
ら
に
帖
す
る
か
た
ち
が
取
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
は
「
天
賓
十

四
載
(
七
五
五
)
某
館
申
十
三
載
三
至
十
二
月
侵
食
嘗
舘
馬
料
帳
歴
賦
」
(
誌
吋
〉
宮
呂
町
口
史
認
1
5
〈
録
〉
『
文
書
』

-o、
一
七
九
l
一
八
五
貰
〉

に
、
以
下
に
掲
げ
る
よ
う
な
馬
料
支
出
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
う
か
が
え
る
。

(
郡
)
ト
ト
|
|

①

U
口
園
帖
与
剣
官
馬
柏
木
疋
、
共
食
青
市
役
参
掛
伍
勝
。
仔
健
児
陳
金
J

②

U
郡
坊
帖
楊
大
夫
馬
捌
疋
、
共
食
青
褒
建
国
。
付
帖
馬
健
見
詰
老
子
。

③
口
日
郡
坊
帖
李
大
夫
細
馬
宣
疋
、
食
車
円
褒
萱
到
。
付
槽
頭
王
献
玉
。

、

④
同
月
廿
七
日
、
郡
坊
帖
太
守
馬
陸
疋
、
共
食
青
褒
陸
到
。
付
健
児
活
老
子
。

⑤
十
二
月
十
二
日
、
郡
坊
帖
大
夫
馬
煎
拾
捌
疋
、
共
食
尿
褒
萱
碩
玖
国
陸
勝
。
付
健
児
雛
琳
。

こ
う
し
て
帖
さ
れ
た
長
行
馬
が
、
さ
ら
に
館
に
轄
帖
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
は
、
寸
天
賓
十
四
載
〈
七
五
五
〉
某
館
申
十
三
載
四
至
六

月
郡
坊
帖
馬
食
暗
躍
朕
」
ハ
芯
、
円
〉
冨
呂
田
口
々
ωMlH斗
〈
録
〉
『
文
書
』
一

O
、
二
C
八
l
二
O
九
頁
)
に
、

- 37ー

(前

略、J

四
月
十
二
日
、
郡
坊
上
官
什
件
下
細
馬
雨
疋
、
帖
揺
石
過
剰
余
大
夫
、
食
粟
褒
ニ
斗
。
付
天
山
坊
健
見
越
慶
。

略〉

中

189 

十
四
日
、
郡
坊
帖
天
山
館
・
上
官
下
馬
四
疋
、
迭
符
剣
官
到
、
便
騰
向
銀
山
、
食
褒
粟
四
斗
。
付
天
山
館
(
馬
)
子
李
羅
漢
。
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十
五
日
、
郡
坊
帖
上
官
下
馬
雨
疋
、
迭
口
大
夫
銀
山
廻
到
、
食
粟
奏
二
斗
。
付
越
嘉
慶
。

後

略、J

と
見
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
健
児
の
上
官
什
伴
に
帖
さ
れ
た
馬
が
宿
石
館
に
轄
帖
さ
れ
、
東
の
天
山
館
と
西
の
銀
山
館
と
の
聞
を
、
宿

石
館
↓
天
山
館
↓
暗
石
館
↓
銀
山
館
↓
宿
石
館
と
い
う
よ
う
に
、
短
期
日
の
聞
に
往
来
を
繰
り
返
し
て
い
た
朕
況
が
う
か
が
え
る
。

ま
さ
に
そ
の
時
貼
で
の
朕
況
に
麿
じ
て
、
軍
用
幹
線
上
の
諸
館
や
利
用
者
に
、
臨
機
慮
襲
に
帖
さ
れ
運
用
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ア
た
。
し
か

し
な
が
ら
、
そ
の
動
向
は
、
諸
館
の
馬
料
供
出
簿
の
提
出
を
逼
し
て
、
長
行
坊
が
把
鐘
で
き
る
瞳
制
と
な
っ
て
い
た
。

(
E〉

鎖
・
成
に
劃
す
る
「
帖
馬
」

貨
は
、
こ
う
し
た
館
だ
け
で
な
く
、
軍
事
施
設
た
る
鎮
・
民
に
も
長
行
馬
が
帖
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
敦
煙
の
長
行
坊
の
こ
と
な
が
ら
確
認

「天
賓
時
代
(
七
四
四
|
七
五
八
年
)
敦
埋
郡
曾
計
帳
」
〈
p.
二
八
六
二
二
二
ハ
二
六

〈録
〉
池
田
温
『
中
園
古
代
籍
帳
研
究
』

Z
0・
N
E
四
八
四
頁
〉

- 38ー

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

長
行
坊

合
同
前
月
日
見
在
長
行
及
曲
馬
、
惣
霊
拾
捌
疋
。

参

疋

画

馬

並

父。

萱

拾

行
。
萱
拾
萱
疋
父
、
建
疋
口

O

I
l
-
-

(

馬
)

八
角
・
衆
備
長
行
帖
馬
及
画
口

伍

疋

長

合
同
前
月
日
見
在
郡
東

楽

疋

/¥ 

角

民

参
疋
画
馬
。

感
疋
長
行
帖
馬
。

伍

疋

衆

備

成



参
疋
画
馬
。

武
疋
長
行
帖
馬
。

後

略、J

鎮
・
民
の
配
備
が
、
軍
用
幹
線
に
限
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
軍
事
施
設
に
劃
す
る
「
帖
馬
」
は
、
長
行
馬
が

先
の
三
道
を
外
れ
て
も
機
能
し
得
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

と
す
る
な
ら
ば
、
責
質
的
に
駐
屯
軍
の
将
兵
に
よ
っ
て
管
理
・
運
用
さ
れ
た
長
行
坊
は
、
一
州
の
軍
事
を
統
督
す
る

都
督
府
お
よ
び
軍
銀
管
下
の
「
諸
府
牒
鎮
成
」
オ
ア
シ
ス
の
聞
を
自
由
に
往
来
す
る
機
能
を
保
持
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
「
諸
府
鯨
銀

成
」
以
外
で
も
、

「
帖
馬
」
を
逼
じ
て
、

「
武
周
期
某
館
給
乗
長
行
馬
蝿
及
粟
草
帳
」
(
宏
、
吋
〉
宮
∞
町
一
∞
∞
(
同
)
〈
潟
〉

『
初
探
』
二
、
圃
十
一
〈
録
〉

『
文
書
』
七
、
四
六
五
l
四

六
六
頁
〉
の
一
項
に
、

粟
伍
厨
陸
勝
伍
合
同
逮
草
武
拾
梁
東
岡
達

右
同
日
給
高
昌
勝
長
行
馬
捌
疋
、
臨
拾
萱
頭
、
使
人
骨
利
幹
乗
往

胡
城
週
、
萱
日
料
。

と
見
え
、
高
昌
燃
に
配
賞
さ
れ
た
長
行
馬
が
、
使
人
の
骨
利
幹

(
A
R
S
2
3
を
胡
城
に
、
逢
っ
て
い
る
。
胡
城
の
正
確
な
位
置
は
確
認
で
き
な
い

が
、
ト
ゥ
ル
フ
ァ

γ
周
漫
に
存
在
す
る
非
漢
人
の
オ
ア
シ
ス
集
落
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
、
長
行
坊
に
管
理
さ
れ
る
長
行
馬
が
、
各
種
機
関
等
に

配
賞
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
オ
ア
シ
ス
と
の
交
通
関
係
を
確
保
し
た
こ
と
を
示
陵
し
よ
う
。

~ 39ー

州
(
郡
〉
府
管
内
で
の
、

こ
う
し
た
「
帖
馬
」
を
通
し
て
の
自
由
な
交
通
機
能
こ
そ
が
、
唐
内
地
に
施
行
さ
れ
た
公
用
交
通
制
度
に
は
見
ら

れ
な
い
長
行
馬
の
特
質
で
あ
っ
た
と
も
言
え
、
ま
さ
に
長
行
坊
は
、
こ
の
機
能
を
逼
じ
て
、
設
定
さ
れ
た
軍
用
幹
線
上
だ
け
で
な
く
、
ト
ヮ
ル

フ
ァ
ン
の
各
オ
ア
シ
ス
を
密
接
に
結
び
附
け
、
駐
留
賂
兵
や
官
人
・
公
使
の
移
動
の
ほ
か
軍
需
物
資
輪
選
や
遁
信
業
務
な
ど
、
駐
屯
軍
や
謹
州

都
督
府
の
臨
機
鷹
襲
な
前
線
で
の
活
動
を
支
え
る
交
通
機
関
と
な
り
得
て
い
た
の
で
あ
る
。

191 
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安
西
・
北
庭
地
域
に
お
け
る
長
行
坊
制
度

(

1

)

 

安
西
四
銀
地
域
と
長
行
坊タ

リ
ム
盆
地
周
漫
の
オ
ア
シ
ス
四
国
(
正
局
者

・
勉
葱
・
疏
勧
・
子
関
王
園
)
に
、
安
西

(
大
)
都
謹
府
の
下
に
四
都
督
府
(
正
局
者

・亀
蕊
・
疏
動

・
枇
沙
都
督
府
〉
を
設
置
し
、
併
せ
て
行
軍
部
隊
の
一
部
を
鎮
守
軍
と
し
て
駐
留
さ
せ
た
。

い
わ
ゆ
る
安
西
四
銀
と
は
、
途
中
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
基
本
的
に
こ
れ
ら
四
鎮
守
軍
の
こ
と
を
指
す
。
直
轄
州
勝
地
域
と
異
な
り
、
鎮
守
軍

周
知
の
よ
う
に
、
唐
は
天
山
東
部
地
域
だ
け
で
な
く
、

を
統
轄
す
る
鎮
守
使
が
、
軍
事

・
民
政
を
掌
握
す
る
在
地
の
最
高
責
任
官
と
な
る
一
方
で
、
従
来
の
オ
ア
シ
ス
園
王
も
存
在
す
る
二
重
支
配
睡

(

鈎

〉

制
が
と
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
長
行
坊
が
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
唐
の
抜
大
・
長
期
化
す
る
中
央
ア
ジ
ア
支
配
の
過
程
で
、
州
府
の

附
属
機
関
な
が
ら
寅
質
的
に
駐
屯
軍
の
将
兵
が
管
理
・
運
用
す
る
交
通
機
関
と
な
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
天
山
東
部
地
域
だ
け
で
な
く
、
安
西

(

幻

)

積
西
支
度
等
使
の
章
仇
粂
唆
に

「長
行
(
坊
〉
使
」
を
粂
任
さ
せ
た
こ
と
は
、

四
銀
(
四
都
督
府
)
に
も
こ
れ
が
配
置
さ
れ
て
嘗
然
で
あ
っ
た
。

- 40ー

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
、

こ
れ
ら
諸
鎮
に
も
長
行
坊
が
配
備
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

貫
際
、
安
西
四
鎖
の
中
、
正
局
者
に
は
、
正
局
番
(
鎮
守
)
軍
の
長
行
馬

「
天
賓
十
四
載

(
七
五
五
〉
交
河
郡
某
館
具
上
載
帖
馬
食
蕗
歴
上
郡
長
行
坊
扶
」
〈
誌
吋
〉
冨
呂
町
日
仏
¥
ω
N
1
H
〈
録
〉
『
文

書
』
一

O
、
六
八
|
六
九
頁
〉
の

一
項
に

〈
菩
周
〉

口
周
一割
長
行
馬
萱
伯
疋
、

九
月
廿
二
日
過
、

准
節
度
轄
牒
、
供
牟
料
、
給
量
円
褒
五
碩
。
付

と
あ
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。
こ
こ
に
は
、
荒
香
(
鎮
守
〉
軍
の
長
行
馬
一

O
O疋
が
、
天
賓
十
四
裁
九
月
二
二
日
に
、

ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
の

某
館
を
、
通
過
し
た
際
に
、
節
度
使
の

「
轄
牒
」

に
よ

っ
て
、
規
定
額
の
半
分
で
あ
る
青
褒
五
石

(
一
疋
蛍
た
り
五
升
〉
が
支
給
さ
れ
た
こ
と
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。

駕
番
周
漫
に
も
、

(

認

)

ト
ゥ
ル

フ
ァ

ン
同
様
に
、
東
西
に
貼
在
す
る
オ
ア
シ
ス
に
守
捉
や
鎮
な
ど
の
軍
事
施
設
や
館
が
配
備
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ



ら
を
結
ん
で
駕
香
を
通
過
す
る
軍
用
幹
線
が
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
鷲
者
鎮
守
軍
に
配
備
さ
れ
た
長
行
馬
は
、
こ
の
路
線
に

よ
っ
て
東
の
西
州
と
西
の
安
西
鎮
と
の
聞
を
往
来
す
る
と
と
も
に
、
周
遣
に
黙
在
す
る
オ
ア
シ
ス
と
の
交
通
を
支
え
、
意
番
鎮
の
交
通
機
関
と

し
て
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
そ
の
他
の
亀
弦
・
疏
勤
・
枇
沙
都
督
府
に
も
、
駐
留
す
る
鎮
守
軍
を
中
心
に
、
周
遁
に
黙
在
す

(

お

〉

る
各
オ
ア
シ
ス
に
軍
事
施
設
や
館
な
ど
が
設
置
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
、
同
様
に
こ
れ
ら
を
接
黙
と
す
る
軍
用
幹
線
が
設
定
さ
れ
て
い
た

ご
と
く
で
あ
る
。

唐
の
支
配
以
前
よ
り
、
既
に
こ
れ
ら
オ
ア
シ
ス
各
園
に
は
、
近
鄭
の
オ
ア
シ
ス
諸
園
と
の
交
通
を
維
持
す
る
た
め
の
手
段
と
交
通
路
線
が
存

在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
安
西
四
鎮
設
置
後
も
、
園
王
を
戴
く
オ
ア
シ
ス
国
家
と
し
て
の
存
績
が
認
め
ら
れ
て
い

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
治
安
維
持
の
た
め
に
す
べ
て
の
交
通
が
唐
の
軍
事
的
管
理
の
も
と
に
置
か
れ
た
朕
況
の
な
か
で
、

オ
ア
シ
ス
各
園
が
依
然
と
し
て
濁
自
の
交
通
制
度
を
確
保
す
る
必
要
性
は
薄
く
、
西
州
同
様
に
嘗
初
長
行
馬
の
名
の
も
と
に
そ
の
運
用
が
唐
の

支
配
後
も
耀
承
さ
れ
た
可
能
性
を
残
し
つ
つ
も
、
や
が
て
長
行
坊
に
よ
る
交
通
韓
制
に
二
元
化
さ
れ
て
い
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
唐
に
よ
っ
て

設
定
さ
れ
た
軍
用
幹
線
も
、
そ
れ
ま
で
オ
ア
シ
ス
諸
圏
を
結
ん
で
い
た
交
通
路
を
整
備
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
東
部
天
山
地
域
の
み
な

ら
ず
、
-安
西
四
鎖
、〈
四
都
督
府
)
地
域
で
も
、
鎮
守
軍
の
駐
留
と
と
も
に
、
そ
の
将
兵
に
よ
っ
て
管
理
・
運
用
さ
れ
る
長
行
坊
が
配
備
さ
れ
、
こ

れ
を
通
じ
て
各
銀
〈
都
督
府
〉
は
相
互
に
結
ぼ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
唐
の
中
央
ア
ジ
ア
統
治
の
た
め
の
内
地
か
ら
の
必
要
物
資
・
人

- 41ー

物
・
情
報
の
往
来
は
、
こ
の
長
行
坊
を
接
黙
と
す
る
軍
用
幹
線
を
通
じ
て
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
長
行
馬
は
安
西
四
鎖
(
四
都
督
府
)
の

将
兵
や
官
人
ー
公
使
な
ど
の
活
動
を
支
え
る
交
通
手
段
と
な
っ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。

(

2

)

 

北
庭
地
域
と
長
行
坊
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も〆

スーー
に方
配
備天
さ山
れ以
た北
守の
捉遊
や牧
鎮勢

力

成を
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苫る
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て審
軍善
用品
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京ウ
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定
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域
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史は
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「
遁
路
を
開
通
し
、
別
に
館
騨
を
置
」
い
た
こ
と
を
停
え
る
(
『
唐
曾
要
』
巻
七
三
安
西
都
護
府
の
候
。

『
資
治
通
鑑
』
巻
二
O
O穎
慶
二
年
の
僚
で
は
、

館
騨
の
配
備
の
有
無
は
一
切
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
唐
の
軍
事
進
出
に
伴
う
交
通
瞳
制
の
整
備
を
表
現
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
。
軍
事
施
設
の
配
備
は
、
弓
月
城
(
イ
リ
付
近
)
ま
で
し
か
確
認
で
き
な
い
が
、
少
な
く
と
も
唐
が
砕
葉
に
鎮
守
軍
を
設
置
し
て
い

「
郵
騨
」
と
表
現
す
る
)
の
は
、

た
時
期
に
は
、
天
山
東
部
だ
け
で
な
く
、
天
山
北
麓
に
沿
っ
て
唐
の
軍
用
路
が
整
備
さ
れ
、
唐
内
地
と
の
交
通
を
支
え
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な

い
。
と
り
わ
け
、
北
庭
方
面
に
配
置
さ
れ
た
長
行
坊
は
、
嘗
地
域
が
八
世
紀
以
降
、
天
山
東
部
地
域
の
軍
事
的
中
心
と
し
て
の
立
場
を
強
め
る

と
と
も
に
、
南
の
ト
ゥ
ル
フ
ァ
ン
を
包
含
し
た
地
域
の
交
通
の
中
心
と
も
な
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
在
地
の
遊
牧
民
に
と
っ
て
長
行
馬
と
そ
の
交
通
路
線
は
、
あ
く
ま
で
も
外
来
勢
力
の
設
置
し
た
馬
と
路
線
に
、
過
ぎ
ず
、

「
開
元
七
(
七
一
九
〉

1
一
O
年
(
七
二
一
一
〉
前
後
五
月
史
張
奉
牒
」

ハ
有
那
館
第
一
一
一
貌
〈
篤
〉

〈録〉

『
墨
美
』
六
O
、
一
七
頁
〉

に
は
次
の
よ
う

に
見
え
て
い
る
。

〈
依
)

口
一幽
薗
圏
、
去
四
月
廿
三
日
得
前
回
首
圃
牒
稿
、
上
件
同
一

於
此
失
却
、
閤
洪
達
家
人
逃
走
、
西
州
捉
。
来
去
.
漢
遁

(
川
品
〉

1
1
1

是
長
行
馬
。
請
封
嘗
漢
不
伏
。
其
日
牒
西
州
勘
間
口
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検
至
今
不
報
者
。
今
得
上
件
首
領
牒
其
馬
有
使
乗
来

見
在
北
庭
馬
坊
。
請
乞
勘
問
事
須
慮
分
。

牒
、
件
検
如
前
。
謹
牒
。五

月

日
史
張
奉
牒
。

〈
担
謬
)

関
係
書
類
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
去
る
四
月
二
三
日
に
、
前
件
の
首
領
の
牒
を
得
て
お
り
、

そ
れ
に
よ
る
と
「
上
件
の
馬
は
、

こ
こ
ハ
北

庭
〉
に
お
い
て
失
劫
し
、

(
乗
っ
て
い
た
〉
閤
洪
達
の
家
人
も
逃
走
い
た
し
ま
し
た
が
、
(
そ
の
後
〉
西
州
に
お
い
て
(
遊
突
兵
士
に
?
〉



捕
獲
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
漢
道
を
往
来
す
る
の
は
、
長
行
馬
で
あ
り
ま
す
。

E
う
か
、
直
接
相
劃
し
て
取
り
調
べ
に
嘗
た
ら
れ
、
漢
府
が

〈
上
件
の
馬
を
〉
伏
醸
し
な
い
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
」
と
あ
り
ま
す
。
同
日
、
西
州
に
牒
し
て
勘
聞
が
-
要
請
し
ま
し
た
が
、
(
西
州

か
ら
の
回
答
で
は
〉
「
(
関
係
書
類
を
〉
調
べ
た
と
こ
ろ
、
今
ま
で
に
そ
う
し
た
報
告
は
受
け
て
い
な
い
。
」
と
の
こ
と
で
し
た
。
今
、
上

件
の
首
領
の
牒
に
は
、

か
取
り
調
べ
て
、
こ
の
案
件
を
ど
慮
分
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

と
り
し
ら
ベ

牒
す
ら
く
、
件
検
は
、
先
の
遁
り
で
す
。
謹
ん
で
申
し
上
げ
ま
す
。

「
そ
の
馬
は
、
使
を
乗
せ
て
(
北
庭
に
〉
来
て
お
り
、

現
在
北
庭
の
馬
坊
に
お
り
ま
す
に
と
あ
り
ま
す
。

ど
う

五
月

日

史
の
張
奉
が
申
し
上
げ
ま
す
。

本
牒
文
に
は
、
北
庭
周
謹
の
遊
牧
部
落
民
を
領
有
す
る
と
見
ら
れ
る
首
領
か
ら
提
出
さ
れ
た
牒
文
が
引
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
彼
は

自
分
達
の
馬
が
長
行
馬
と
交
じ
っ
て
、
唐
側
の
使
者
の
往
来
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
劃
し
て
、
そ
の
調
査
と
返
還
を
求
め
て
い
る
。
ま
た

こ
の
牒
文
を
提
出
し
た
首
領
が
率
い
る
部
落
は
、
閤
洪
達
の
涯
遣
す
る
家
人
(
家
臣
〉
の
た
め
に
、
馬
を
供
出
し
て
い
た
ら
し
く
、

そ
れ
が
何
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ら
か
の
原
因
に
よ
り
、
北
庭
附
近
で
逃
走
し
、
そ
の
結
果
供
出
し
た
馬
が
西
州
で
捕
獲
さ
れ
て
、
長
行
馬
と
し
て
利
用
さ
れ
て
し
ま
う
原
因
と

な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
閤
洪
達
は
、
『
蓄
唐
書
』
巻
一
九
四
突
蕨
俸
下
に
「
其
の
官
に
葉
護
有
り
。
特
勤
有
り
。
常
に
可
汗
の
子
弟
及

び
宗
族
を
以
っ
て
之
と
震
す
。
叉
、
乙
斤
、
屈
利
畷
、
閤
洪
達
、
額
利
裂
、
吐
屯
、
侯
斤
等
の
官
有
り
。
皆
、
其
の
位
を
代
襲
す
に
と
あ
り
、

西
突
販
の
官
稽
競
の
一
つ
と
し
て
見
え
て
い
る
。
本
文
書
に
見
え
る
閤
洪
達
が
、
嘗
時
〈
開
元
七
J
十
年
ら
犯
の
天
山
以
北
に
お
け
る
政
治
情

勢
の
な
か
で
、
如
何
な
る
立
場
に
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
そ
の
家
人
に
馬
畜
を
供
出
し
た
の
は
、
北
庭
周
遁
で
遊
牧
民
を
領
有
す

る
部
落
の
首
領
が
、
遊
牧
勢
力
内
に
保
持
さ
れ
る
一
定
の
交
通
の
秩
序
に
従
っ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
唐
の
支
配
と
そ
れ
に
基
づ

く
交
通
運
用
が
、
軍
事
施
誌
を
設
置
す
る
オ
ア
シ
ス
と
そ
れ
を
援
貼
と
す
る
「
漢
遁
」
の
み
に
限
定
さ
れ
、
そ
れ
を
外
れ
る
地
域
は
、
遊
牧
側

の
保
持
す
る
交
通
秩
序
が
依
然
と
し
て
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
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こ
う
し
た
扶
況
の
な
か
、
「
唐
年
次
未
詳
(
頼
慶
二
年
〈
六
五
七
〉

J
〉
三
月
西
州
館
典
高
信
貞
牒
」
〈
昌
吋
〉
冨
包
∞
-
N
∞-
N
叶
〈
録
V

『
文
書
』
六
、
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一
八
六
1

一
八
七
頁
〉
に
は
、
使
人
、
王
九
言
の
典
な
ど
と
と
も
に
「
烏
路
子
」
が
西
州
で
糧
食
を
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
詳
し

(
m
m
〉

く
は
別
稿
で
検
討
す
る
が
、
こ
の
文
書
は
阿
史
那
賀
魯
の
反
凱
が
終
結
し
た
願
慶
二
年
ハ
六
五
七
)
以
後
の
も
の
と
認
め
ら
れ
、
牒
文
中
の
「
烏

賂
子
」
の
「
烏
賂
」

p
s
-
E
3
は
、
古
ト
ル
コ
語
巳
ミ
(
鰐
停
馬
あ
る
い
は
霧
俸
用
駄
獣
)
の
漢
字
一
耳
目
篤
と
解
さ
れ
る
。
従
っ
て
「
烏
路
子
」
と

は
、
己
ミ
を
引
導
す
る
馬
瞳
子
を
意
味
し
、
こ
れ
が
長
行
馬
瞳
を
引
導
す
る
馬
蝿
子
と
は
そ
の
性
質
を
異
に
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
、
ト
ヮ
ル
フ
ァ
ン
の
北
・
西
北
方
面
に
安
置
さ
れ
た
ト
ル
コ
系
罵
燦
部
落
民
が
、
漢
使
に
馬
瞳
子
と
お
そ
ら
く
は
馬
腫
そ
の
も
の
を

供
出
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
唐
が
彼
ら
に
劃
し
て
課
し
た
傍
役
の
一
種
で
あ
っ
た
可
能
性
は
高
い
。
こ
う
し
た
交
通
運
用
だ
け
で

な
く
、
軍
事
活
動
や
一
般
の
雑
役
に
際
し
て
も
、
朕
況
に
麿
じ
て
寵
療
部
落
民
が
第
力
を
提
供
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
八
世
紀
の
段
階

で
は
あ
る
が
、
「
開
元
二
二
年
(
七
三
四
)
八
月
西
州
都
督
府
開
」
(
認
吋
〉

g
g由日目
¥
M
l
H

〈録〉

(
閉
山
)

か
が
え
る
。

『
文
書
』
九
、

一
O
四
i
一
O
五
頁
)
か
ら
も
う

北
庭
都
護
府
管
内
の
天
山
以
北
に
お
い
て
は
、

道
」
を
往
来
す
る
官
馬
蝿
と
し
て
の
長
行
馬
腫
と
は
別
に
、

以
上
の
こ
と
か
ら
、

駐
屯
軍
の
将
兵
に
よ
っ
て
管
理
・
運
用
さ
れ
、

支
配
幹
線
た
る

漢
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漢
使
に
劃
し
て
、

引
導
す
る
馬
瞳
子
の
供
出
に
麿
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
天
山
以
北
は
、

唐
の
「
漢
遁
」
と
遊
牧
勢
力
の
保
持
す
る
交
通
秩
序
と
が
交
錯

(
叩
品
)

す
る
場
と
な
っ
て
い
た
。

朕
況
に
雁
じ
て
罵
際
支
配
下
の
遊
牧
民
も
、

己
ミ
や
そ
れ
を

四

唐
の
軍
事
支
配
と
中
央
ア
ジ
ア
の
交
通
と
交
易

こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
中
央
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
唐
の
交
通
運
用
は
、
そ
の
軍
事
的
な
支
配
を
支
え
る
た
め
の
も
の

で
あ
っ
た
。
長
行
坊
と
そ
れ
を
援
貼
と
す
る
交
通
幹
線
は
、
ま
さ
に
唐
の
軍
事
支
配
の
動
脈
線
と
な
り
、
中
央
ア
ジ
ア
地
域
と
唐
内
地
と
の
交

通
・
通
信
・
職
迭
を
支
え
る
パ
イ
プ
的
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
言
え
る
。
七
世
紀
末
以
降
の
軍
事
支
配
の
強
化
と
と
も
に
、
駐
屯
軍
の
将
兵

に
よ
っ
て
長
行
坊
が
管
理
・
運
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
活
濯
化
す
る
官
兵
・
公
使
の
往
来
や
大
規
模
と
な
る
軍
需
物
資
職
、
迭
を
支
え
て
い
た



と
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
朕
況
か
ら
、
公
用
交
通
以
外
の
私
的
な
交
通
も
、
唐
の
巌
し
い
軍
事
管
理
の
も
と
に
置
か
れ
た
。
安
西
四
鎮
即
ち
賓
質
的
に
鎮
守

使
が
統
轄
す
る
オ
ア
シ
ス
四
王
園
管
下
の
在
地
百
姓
は
、
規
定
上
は
開
外
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
内
地
へ
も
朝
貢
な
ど
の
王
園
と
し
て
の
公
的

遁
交
以
外
は
許
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
特
例
と
し
て
西
・
庭
・
伊
州
を
本
貫
と
す
る
百
姓
は
、
本
貫
以
東
へ
の
交
、
通
を
保
護
さ
れ
た
も
の
の
、

州
牒
か
ら
、
遁
所
や
公
験
と
よ
ば
れ
る
交
通
許
可
書
が
支
給
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
途
中
巌
し
い
チ
ェ

y
ク
が
関
所
の
ほ
か
軍
用
路
上
の
守
捉
や

鎮
な
ど
の
軍
事
機
関
で
施
行
さ
れ
て
い
た
。
賓
際
、
設
定
さ
れ
た
軍
用
路
に
沿
っ
て
往
来
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
、
引
き
返
し
た
り
そ
れ

に
外
れ
れ
ば
、
捕
獲
さ
れ
慮
罰
の
劃
象
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
嘗
時
、
唐
の
軍
事
進
出
と
表
裏
一
睡
と
な
っ
て
、
そ
の
性
格
は
多
様
な
が
ら
も
内
地
に
本
貫
を
有
す
る
客
一
商
や
彼
ら
が
雇
用
す
る
作
人

な
ど
が
多
敷
中
央
ア
ジ
ア
に
進
出
し
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
れ
と
並
ん
で
、
唐
の
進
出
以
前
か
ら
、
西
突
厭
の
支
配
の
も
と
に
慶
く
嘗
地
に
交
易

ネ

V
T
ワ
l
ク
を
張
っ
て
い
た
ソ
グ
ド
人
も
活
設
に
活
動
し
、
唐
内
地
へ
の
交
通
も
許
可
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
彼
ら
も
在
地
の
百
姓
と
と

も
に
、
行
客
・
輿
胡
と
し
て
唐
に
把
握
さ
れ
、
そ
の
往
来
に
も
百
姓
同
様
の
交
通
許
可
書
を
必
要
と
し
た
。
寅
態
は
と
も
か
く
法
の
上
で
は
外
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蕃
と
の
自
由
な
往
来
は
禁
止
さ
れ
、
そ
の
交
通
は
唐
の
巌
し
い
管
理
下
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
中
央
ア
ジ
ア
地
域
は
、
唐
の
軍
隊
が
駐
留
す
る
謹
州
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
の
秩
序
に
基
づ
く
軍
事
支
配
の
た

め
の
交
通
運
用
が
確
立
じ
、
す
べ
て
の
交
通
は
そ
の
管
理
の
も
と
に
置
か
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
措
置
が
、
領
内
の
治
安
維
持
に
そ
の
目

的
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
く
、

こ
こ
に
唐
内
地
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
地
域
に
わ
た
る
贋
域
の
範
圏
に
、
安
定
し
た
交
通
が
賓
現
す
る
に
い
た

る
。
そ
の
結
果
、
唐
内
地
と
直
結
す
る
軍
用
幹
線
を
遁
じ
て
、
南
地
域
の
聞
で
人
と
物
が
活
援
に
流
出
入
し
、
八
世
紀
以
降
に
お
け
る
唐
の
軍

事
支
配
の
強
化
と
と
も
に
そ
れ
は
促
進
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
そ
れ
ま
で
の
遊
牧
勢
力
の
支
配
の
も
と
、
オ
ア
シ
ス
諸
園
が
自
ら
保
有
す
る
交
通

シ
ス
テ
ム
を
繋
い
で
形
成
さ
れ
て
い
た
交
通
瞳
制
を
一
襲
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
た
。
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
る
の
は
、
唐
内
地
か
ら
由
巾
練
を
中
心

と
す
る
大
量
の
軍
需
物
資
の
流
入
が
毎
年
定
期
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
、
さ
ら
に
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
持
丘
ハ
と
と
も
に
、
そ
の
稔
迭
を
支
え

197 



198 

る
か
た
ち
で
多
数
の
漢
人
を
主
健
と
す
る
行
客
が
進
出
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
漢
人
一
商
人
が
、

ソ
グ
ド
人
と
並

ん
で
、
唐
の
交
通
秩
序
の
も
と
で
そ
の
商
圏
を
庚
げ
て
い
た
。
特
に
、
唐
の
種
々
巌
し
い
交
易
規
制
の
も
と
、
軍
需
物
資
の
総
迭
お
よ
び
そ
の

現
地
で
の
調
達
な
ど
、

嘗
地
の
駐
留
軍
の
種
々
な
る
後
方
活
動
を
直
接
・
開
接
に
支
え
る
か
た
ち
で

彼
ら
の
交
易
活
動
は
主
に
展
開
さ
れ

た
。
ま
た
軍
馬
・
交
通
用
馬
の
確
保
を
目
的
と
し
て
、
官
私
の
互
市
な
ど
を
、
逼
じ
て
、
遊
牧
民
お
よ
び
ソ
グ
ド
人
と
の
交
易
関
係
も
擦
大
し
て

い
た
。
そ
の
際
に
、
唐
内
地
か
ら
毎
年
定
期
的
に
流
入
し
た
布
吊
の
う
ち
烏
練
が
一
種
の
共
通
す
る
貨
幣
と
し
て
使
用
さ
れ
、
そ
れ
が
オ
ア
シ

ス
定
住
地
域
だ
け
で
な
く
、
遊
牧
地
域
に
も
大
量
に
流
通
し
た
の
で
あ
る
。
貨
幣
的
な
役
割
を
も
果
た
す
由
巾
練
の
こ
う
し
た
大
量
一
の
流
入
が
、

(

m
却
〉

そ
れ
ま
で
の
銀
銭
経
済
か
ら
唐
の
銅
銭
・
由
m
練
経
済
に
移
行
さ
せ
て
ゆ
く
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
こ
と
は
、
既
に
別
稿
で
指
摘
し
た
が
、

中
央
ア
ジ
ア
地
域
は
、
唐
の
政
治

・
軍
事
の
み
な
ら
ず
そ
の
鰹
済
闇
に
組
み
込
ま
れ
る
か
、
も
し
く
は
そ
れ
と
直
接
接
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。
詳
細
は
別
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
い
が
、
こ
の
こ
と
は
、

モ
ン
ゴ
リ
ア
方
面
へ
の
同
様
な
経
済
閣
の
績
大
動
向
と
連
動
し
て
、
と
く
に

- 46ー

遊
牧
地
域
と
の
い
わ
ゆ
る
「
絹
馬
交
易
」
の
質
を
大
き
く
輔
換
さ
せ
る
も
の
と
な
り
、
そ
の
後
の
歴
史
動
向
に
も
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
輿
え
て

い
る
。
ま
さ
に
長
行
坊
を
援
貼
と
す
る
軍
用
幹
線
の
設
定
と
そ
の
運
用
は
、
中
央
ア
ジ
ア
に
劃
す
る
唐
の
政
治
・
軍
事
・
経
済
閣
の
抜
大
を
支

え
る
動
脈
線
で
あ
り
、
嘗
地
域
の
交
通
と
交
易
の
歴
史
に
新
た
な
時
代
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

結

宝E
ロロ

以
上
、
検
討
し
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
す
れ
ば
、
衣
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

(

一

〉

唐
の
進
出
以
前
、
中
央
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
西
突
販
は
、
そ
の
勢
力
圏
内
の
安
全
な
交
通
を
保
謹
す
る
、

上
げ
て
い
た
が
、
唐
の
中
央
ア
ジ
ア
支
配
は
、
嘗
一
該
地
域
の
こ
う
し
た
交
通
秩
序
に
か
わ
る
新
た
な
交
通
韓
制
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ

一
定
の
交
通
秩
序
を
作
り

た

(一一)

唐
の
交
通
制
度
の
基
本
は
、
律
令
に
規
定
さ
れ
た
鰐
俸
制
度
で
あ
り
、
直
轄
州
燃
が
設
置
さ
れ
た
西
州
は
、
こ
れ
が
導
入
さ
れ
る
憧
制



に
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
制
度
と
し
て
の
構
造
か
ら
、
俸
制
に
基
づ
く
停
馬
は
配
備
で
き
ず
、
か
わ
っ
て
嘗
地
の
交
通
に
適
肱
臆

し
た
長
行
馬
・
車
牛
が
置
か
れ
た
。

(
一
ニ
)
長
行
馬
・
車
牛
と
は
、
討
滅
し
た
高
昌
園
に
お
け
る
遠
行
馬
・
車
牛
を
繕
承
し
た
も
の
で
あ
り
、
馬
畜
を
有
す
る
戸
か
ら
の
供
出
に
よ

る
そ
の
運
用
も
、
西
州
設
置
後
も
繕
績
し
て
施
行
さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
後
の
唐
の
中
央
ア
ジ
ア
に
劃
す

る
支
配
の
蹟
大
・
長
期
化
に
と
も
な
い
、
長
行
馬
・
車
牛
も
州
鯨
附
属
の
馬
・
車
坊
に
管
理
さ
れ
る
官
有
の
馬
・
車
牛
と
な
り
、
唐
の
中

央
ア
ジ
ア
支
配
を
支
え
る
交
通
機
関
と
な
っ
て
い
っ
た
。

(
四
)
長
行
坊
は
、
本
来
州
府
の
附
属
機
関
と
し
て
機
能
し
た
が
、
七
世
紀
末
以
降
の
軍
事
支
配
の
強
化
に
よ
り
、
賞
質
的
に
駐
屯
軍
賂
兵
が

管
理
・
運
用
す
る
交
通
機
関
と
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
よ
る
交
通
運
用
の
一
元
化
が
聞
ら
れ
た
。
軍
用
幹
線
に
館
を
完
備
し
そ
の
路
線

を
整
備
し
た
の
も
、
活
設
化
す
る
唐
内
地
お
よ
び
周
遣
の
政
治
・
軍
事
接
結
た
る
オ
ア
シ
ス
と
の
交
通
・
遁
信
・
運
職
活
動
に
劃
臆
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
「
帖
馬
」
を
通
じ
て
、
長
行
馬
一は
管
内
の
各
オ
ア
シ
ス
を
自
由
に
往
来
す
る
機
能
を
獲
得
し
、
駐
屯
軍
や
法
州
都

督
府
の
臨
機
麿
襲
な
前
線
で
の
活
動
に
劉
鷹
L
て
い
た
。

- 47ー

(
五
)
一安
西
・
北
庭
都
護
府
管
内
に
配
置
さ
れ
た
鎮
守
軍
に
も
、
こ
う
し
た
長
行
坊
が
配
備
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
、
各
オ
ア
シ
ス
は
、
そ
れ

を
擦
熱
と
す
る
軍
用
幹
線
に
よ
っ
て
結
ぼ
れ
て
い
た
。
唐
の
軍
事
支
配
に
伴
う
人
物
・
物
資
・
情
報
等
の
往
来
は
、
こ
れ
に
依
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。

(

六

)

た
だ
し
北
庭
都
護
府
管
内
に
お
い
て
は
、
支
配
幹
線
と
し
て
の

統
が
罵
臨
時
支
配
下
の
遊
牧
民
に
あ
っ
て
も
な
お
維
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
、
こ
れ
が
朕
況
広
鷹
℃
て
漢
使
の
交
通
手
段
と
も
な

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

「
漢
遁
」
を
往
来
す
る
長
行
馬
の
運
用
と
と
も
に
、

己
ミ
供
出
の
俸

(

七

〉

長
行
坊
を
接
貼
と
す
る
軍
用
幹
線
の
設
定
と
そ
の
運
用
は
、
唐
内
地
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
地
域
に
わ
た
る
贋
域
の
範
聞
に
安
定
し
た
交
通

を
貴
現
さ
せ
る
と
と
も
に
、
唐
の
政
治
・
軍
事
・
経
済
圏
の
横
大
を
支
え
る
動
脈
線
と
な
り
、
嘗
地
域
の
交
通
と
交
易
の
歴
史
に
新
た
な
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時
代
を
も
た
ら
す
も
の
と
な
司
た
の
で
あ
る
。

{略競】
書
』
:
:
:
園
家
文
物
局
古
文
献
研
究
室
ほ
か
編
『
吐
魯
番
出
土
文
書
』
第
一

J
一
O
加
、
文
物
出
版
社
、

一
九
八
一

J
一
九
九
一
年
。

『ム文

究
情
報
集
録
』

一
九
九
一
年
と
し
て
合
加
)

報
』
:
:
:
吐
魯
番
出
土
文
物
研
究
曾
編
『
吐
魯
番
出
土
文
物
研
究
曾
舎
報
』
〈
第
一

1
五
O
競
ま
で
は
同
舎
編
『
吐
魯
番
出
土
文
物
研

〔
中
央
ユ
ー
ラ

シ
ア
諸
民
族
の
歴
史
・
文
化
に
闘
す
る
園
際
共
同
研
究
の
企
童
・
立
案
〕
成
果
報
告
書

Z
0・

『
舎

トコ

叶

り
・・・
・・・J円
曲
目
白

E
o
s
-
吋
-
m
?
"

叶

E
M
I
r
c田
口
問
白
ロ
仏
叶
日
問
問
ロ

『
初
探
』
二
:
:
:
武
漢
大
事
歴
史
系
競
菅
南
北
朝
惰
唐
史
研
究
室
編
『
敦
煙
吐
魯
番
文
書
初
探
』
二
編
、
武
漢
大
事
出
版
社
、
一
九
九

O
年。

U
0
2
5
m
H
M
2
8ロロ叩
5
5
m
g
n
u
-
印
ロ
仏

2
0ロ。
B
-
n
v
z
oミ

吋

H
J
H
H
F
、H，
rm

切
ロ
ロ
F
0

・
H
@
斗∞
E
H
U
∞叶・

叶

ouB

註(
1
〉
松
田
脅
男
『
砂
漠
の
文
化
』
(
中
央
公
論
位
、

一
九
六
六
年
。
後
に

『
松
田
欝
男
著
作
集
』

て
六
奥
出
版
、
一
九
八
六
年
所
枚
)
七
二
|

七
六
頁
な
ど
に
指
摘
が
あ
る
。

(

2

)

松
田
罵
男
、
前
掲
書
、
一
二
四
|
一
五
二
頁
、
関
野
英
二
『
中
央
ア

ジ
ア
の
歴
史
』
〈
講
談
社
、
一
九
七
七
年
)
八
五
|
九
一
一
貝
な
ど
参
照
。

(
3
〉
概
要
は
、
阪
に
口
頭
で
報
告
し
た
(
唐
代
史
研
究
曾
夏
期
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
〈
一
九
九
一
年
七
月
〉
〉
が
、
詳
し
く
は
「
ト
虫
ル
フ
ァ
ン
出
土

漢
文
文
書
に
見
え
る
己
ミ
に
つ
い
て
」
と
題
し
て
『
内
陸
ア
ジ
ア

一
言
語
の
研
究
』

K
に
重
苦
橡
定
。
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(
4
〉
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
奥
玉
貴
「
試
論
爾
件
高
昌
供
食
文
書
」
(
『
中

園
史
研
究
』
一
九
九
O
年
一
期
)
な
ど
豊
か
な
成
果
に
恵
ま
れ
て
い

る。

(

5

)

ク
チ
ャ
地
域
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
グ
チ
語
(
い
わ
ゆ
る
ト

カ
ラ
語
B
)
で
書
か
れ
た
パ
ス
ポ
ー
ト
〈

OH-gsES〉
の
存
在
が
知

ら
れ
て
お
り
、
早
く
に
レ
ヴ
ィ
氏
に
よ
っ
て
謬
出
さ
れ
て
い
る
。

ω-

F
b
i
w
a
R
F
m
R吋
o
r
r
R
Wロ
句

J
F田
口
開
口
O
仏
叩
烈
c
c
g
r同
九
、
。
臣
、
EHh

b
た
お
な
.
喝
R
F
E
H
ω
"
宅
・ωHH1ω
∞o
h
F
・
〉
日
0
5
8
2・
会
〉
官
O
旬
。
曲

円目。

-JR江口
-o
円四叩

ω
u
L
4曲目白

F
E
-
-一円四

R吋
orrRFOロ
句

J
F
g
m
c白
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内同

O
同
内

o
c
R
E
1
同

4
w

。
宮
司
句
、

8
・
4
0
-
-
M〈・

H
由

E-
毘
yω
由
H
l
A
H
O
A
F
-

氏
に
よ
れ
ば
、
七
世
紀
前
牟
の
勉
葱
園
玉
、
蘇
伐
昼

(ω
司
R
5
8
M
M
u
n

ωrH・
ω
g
s
g邑
2
回
〉
時
代
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
木
簡
史
料

に
よ
り
、
唐
の
進
出
直
前
に
、
詳
細
は
不
明
な
が
ら
亀
窓
園
に
交
通
を

管
理
す
る
制
度
が
存
在
し
、
そ
れ
が
機
能
L
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き

る。

ハ6
)

拙
稿
「
唐
代
騨
俸
制
度
の
構
造
と
そ
の
運
用
〈
1
1
V〉
」
〈
『
舎
報
』

七
九
|
八
一
一
一
鋭
、
一
九
九
二
年
〉
。

ハ7
)

威
亨
元
年
の
「
納
歴
」
(
切
-
F・0
同・∞
N
H
N
l
日
仏
ハ
宮
-
N
由∞)|〉回同・

HM内・

8NIB-〉
F

が
、
一
長
行
坊
に
関
係
す
る
最
も
早
い
時
期
の
文
書
と

な
る
。
こ
れ
が
長
行
坊
に
保
存
さ
れ
た
帳
簿
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
閥
尾

史
郎
「
ト
P
ル
フ
ァ
ン
出
土
高
昌
園
税
制
関
係
文
書
の
基
礎
的
研
究

(
四
)
〈
以
下
「
税
制
研
究
」
と
略
稽
〉
」
(
『
新
潟
大
皐
人
文
科
皐
研

究
』
八
一
斡
、
一
九
九
二
年
)
三
一

1
一
一
一
三
一
負
参
照
。

ハ8
)

西
州
の
長
距
離
交
通
を
支
え
た
馬
・
車
坊
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
現

時
貼
で
は
孔
鮮
星
「
唐
代
新
彊
地
匿
的
交
通
組
織
長
行
坊
」
(
『
中
園
歴

史
博
物
館
館
刊
』
三
期
-
-
九
八
一
年
)
、
孫
隣
林
「
試
論
唐
代
前
期

酋
州
長
行
坊
制
度
」
(
『
初
探
』
二
)
、
呉
麗
娯
・
張
小
舟
「
唐
代
車
坊

的
研
究
」
(
『
敦
爆
吐
魯
番
文
献
研
究
論
集
』
一
一
一
輯
、
北
京
大
皐
出
版

社
、
一
九
八
六
年
)
な
ど
に
詳
し
い
。

ハ
9
〉
拙
稿
「
抽
間
氏
高
昌
園
の
遼
行
革
牛
に
つ
い
て
〈
1
〉・ハ
2
〉
」
(
『
曾

報
』
一
六
、
一
七
説
、
一
九
八
九
年
〉
。

(叩〉

逮
行
馬
銭

i

に
つ
い
て
は
、
関
尾
史
郎
「
税
制
研
究
(
二
)
」
(
『
新
潟

大
島
人
文
科
拳
研
究
』
七
五
韓
、
一
九
八
九
年
)
五
七
六
-
頁
に
検

討
さ
れ
て
い
る
。
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
逮
行
馬
銭
の
月
を
皐
位

と
し
て
賦
課
さ
れ
る
一
回
の
納
入
額
が
、
銀
銭
二
文
な
い
し
四
文
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
長
行
馬
債
銭
の
銀
銭
二
文
も
、
高
畠
園
時
代

の
税
額
を
基
準
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

〈
日
〉
高
畠
図
だ
け
で
な
く
、
一
般
に
オ
ア
シ
ス
圏
家
で
は
遠
方
へ
の
使
い

と
そ
れ
に
要
す
る
馬
畜
の
供
出
が
、
領
民
に
謀
せ
ら
れ
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。
池
田
温
「
敦
濯
の
流
通
経
済
』
(
『
講
座
敷
健
三
敦
爆
の
批

舎
』
大
東
出
版
社
、
一
九
八
O
年
)
=
一
二
三
頁
参
照
。

〈
ロ
)
拙
稿
「
唐
河
西
以
西
の
俸
馬
坊
と
長
行
坊
」
ハ
『
東
洋
皐
報
』
七
O
|

一
二
・
四
、
一
九
八
九
年
)
五
八
|
六
二
頁
。

(臼〉
J

誌、
H

，〉呂町
C

由一品
¥ωN18
〈
録
〉
『
文
書
』
一
O
、
一
二
三
一
一
l
一一一一一七

頁。

(
U
〉
現
在
地
の
比
定
に
つ
い
て
は
‘
こ
こ
で
詳
し
く
検
討
す
る
徐
裕
は
な

い
が
、
西
州
・
北
庭
聞
に
つ
い
て
は
、
張
承
志
「
王
延
徳
の
高
昌
|
北

庭
経
路
考
」
(
『
ア
ジ
ア
・
ア
7
リ
カ
言
語
文
化
研
究
』
一
一
一
一
説
、
一
九

八
一
年
〉
一
五
一
一
ー
一
五
六
頁
参
照
。

(
お
〉
西
州
か
ら
天
山
へ
の
ル
l
ト
に
つ
い
て
は
、
『
新
唐
書
』
各
四
O
地

理
士
山
に
「
白
州
西
南
有
南
卒
・
安
昌
爾
城
、
百
二
十
塁
至
天
山
」
と
あ

る
こ
と
に
基
づ
く
。

ハ
お
)
石
倉
漢
民
は
、
石
合
漢
成
の
謀
り
で
あ
る
可
能
性
が
認
め
ら
れ
る
。

程
喜
森
「
唐
《
西
州
国
経
》
残
品
位
道
路
考
」
(
『
初
探
』
一
一
〉
五
四
六

頁
、
孫
擁
林
「
関
子
唐
前
期
西
州
設
。
館
。
的
考
察
」
(
『
貌
菅
南
北
朝

階
唐
史
資
料
』
一
一
期
、
一
九
九
一
年
〉
二
五
三
頁
。

ハ
ロ
〉
こ
の
三
道
に
つ
い
て
は
、
既
に
孔
群
星
・
程
喜
森

・
孫
瞬
林
諸
氏
も

指
摘
さ
れ
、
と
く
に
程
・
孫
雨
氏
は
こ
れ
を
「
天
賓
十
四
載
〈
七
五

五
)
郡
坊
申
十
三
載
九
至
十
二
月
諸
館
支
貯
馬
料
帳
」
(
芯
吋
〉
宮
呂
田
口
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と
お
i
N
O

〈
録
〉
『
文
書
』
一

O
、
二
一
一
一
一
一
一
頁
〉
に
見
え
る
「
東
西
一
一
一

路
迎
迭
使
命
」
の
「
一
一
一
路
」
に
あ
て
る
。
程
喜
索
、
前
掲
論
文
、
五
四

九
頁
、
孫
時
間
林
、
前
掲
論
文
、
二
五
四
頁
。

ハ
刊
日
〉
館
を
設
置
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
館
子
の
配
置
や
そ
の
運
用
を
支
え

る
財
政
的
な
裏
附
け
が
必
要
と
な
る
が
、
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
、
孫
瞬
間

林
、
前
掲
論
文
、
二
五
四
|
二
五
九
頁
参
照
。

〈
四
)
程
喜
森
・
孫
瞬
林
爾
氏
も
、
館
騨
と
軍
事
施
設
と
の
併
置
状
況
を
明

確
に
認
め
て
い
る
。
程
喜
森
、
前
掲
論
文
、
五
四

O
、
五
四
九
頁
、
孫

瞬
林
、
前
掲
論
文
、
二
五
二
|
二
五
四
頁
。

(
初
〉
認
、
吋
〉
室
町
H

斗
H
S
K
(同
)
-
E、H
，K
戸富
N
U
一
坦
∞
〈
録
〉
『
文
書
』
四
、
補

四
五
頁
、
同
七
、
九
六
頁
。

(
幻
〉
程
喜
森
『
漢
唐
蜂
候
制
度
研
究
』
一
一
一
秦
出
版
社
、
一
九
九
O
年
。
拙

稿
「
吐
魯
番
・
烏
魯
木
湾
周
透
の
史
跡
に
つ
い
て
」
(
『
内
陸
ア
ジ
ア
史

研
究
』
七
・
八
挽
、
一
九
九
二
年
〉
七

O
頁。

(
辺
)
拙
稿
、
註
(
ロ
)
論
文
、
五
八
|
六
二
頁
。

(
幻
)
捌
稿
「
西
域
出
土
文
書
に
見
え
る
曲
馬
に
つ
い
て
(
上
・
下
〉
」
ハ
『
舎

報
』
四

O
、
四
一
一
拐
、
一
九
九

O
年)。

(
処
〉
拙
稿
「
ス
タ
イ
ン
賂
来
「
蒲
昌
群
文
書
」
の
検
討
|
〉
え
・
口
同

ω
・

。叶・

8
・
0
S脱
文
書
の
分
析
を
中
心
に
し
て
|
」
(
『
西
北
史
地
』
一
九

九
O
年
二
期
〉
。

(
お
〉
孫
瞬
林
、
前
掲
註
(
8
〉
論
文
、
二

O
二
|
一
二
七
頁
。

(
M
m

〉
菊
池
英
夫
「
西
域
出
土
文
書
を
逼
じ
て
み
た
る
唐
玄
宗
時
代
に
お
け

る
府
兵
制
の
運
用
(
下
〉
」
(
『
東
洋
皐
報
』
五
一
一

l
四
、
一
九
七

O
年〉

八
二
頁
。

ハ
幻
〉
日
野
開
三
郎
『
唐
代
租
調
庸
の
研
究

(
E謀
総
信
胴
上
〉
』
一
九
七
五

年
、
二
七
七
頁
。

〈
お
)
こ
の
他
に
も
「
唐
残
銭
帳
」

(
E
H，
〉
冨

8
・
斗
(
『
〉
〈
録
〉
『
文
書
』

八
、
三
一
二
頁
〉
に
、
「
(
前
略
〉
廿
九
貫
三
百
六
+
文
銭
。
一
十
貫
三
百

六
十
文
銭
感
在
。
四
千
文
帖
張
恩
林
宅
。

(後
略
)
」
と
あ
り
、
官
銭

を
私
人
に
配
賞
し
て
活
用
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

〈
却
〉
孫
隣
林
、
前
掲
註
〈
8
〉
論
文
、
二

O
四
1

二
O
八
頁
。

(

m

叫
〉
森
安
孝
夫
「
吐
蕃
の
中
央
ア
ジ
ア
進
出
」
(
『
金
津
大
皐
文
皐
部
論

集
』
〈
史
皐
科
編
〉
四
鋭
、
一
九
八
四
年
)
五
二
五
五
頁
。

(
但
〉
拙
稿
「
庸
の
封
西
域
布
吊
験
迭
と
客
一
商
の
活
動
に
つ
い
て
」
(
『
東
洋

皐
報
』
七
三
l
三
・
四
、
一
九
九
二
年
〉
五
三
|
五
四
頁
。

(
犯
〉
西
州
か
ら
正
局
者
へ
は
、
積
函
館
↓
呂
光
館
↓
張
三
城
守
捉
↓
新
城
館

が
、
鷲
番
か
ら
安
西
へ
は
、
関
西
館
↓
子
術
守
捉
↓
檎
林
守
捉
↓
龍
泉

守
捉
↓
東
夷
僻
守
捉
↓
西
夷
僻
守
捉
↓
赤
岸
守
捉
が
配
置
さ
れ
て
い

る
。
張
卒
「
有
閥
唐
安
西
烏
盈
州
等
地
皇
考
」
(
『
新
弱
祉
曾
科
皐
』
一

九
九

O
年
二
期
)
参
照
。

(
お
)
こ
れ
ら
三
銀
周
遺
に
も
軍
事
施
設
や
館
が
配
備
さ
れ
、
寅
際
に
交
通

嬢
貼
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
は
、
「
諸
館
人
馬
給
殺
歴
」
(
コ

l

タ
ン
出
土
、
宮
H
相
内

H
H
H

七
日
∞
叶
)
や
H
M
O
-
-
F
O同
門

V
E
g
-
m
U
-
〉・
l
台
な

ど
に
そ
の
一
端
が
俸
え
ら
れ
て
い
る
が
、
詳
し
く
は
稿
を
改
め
る
。

(
鈍
)
「
封
嘗
」
と
い
う
表
現
は
、
「
西
州
高
昌
豚
上
安
西
都
議
府
膝
稿
am

録
上
訊
問
曹
稼
山
訴
李
紹
謹
雨
造
盟
問
僻
事
」
(
虫
、
叶
〉
呂
田
H
H
N
ω

ハ『〉-

N
叶¥
N
-
N吋
¥
H
(
σ
)

〈
録
〉
『
文
書
』
六
、
四
七
二
頁
〉
に
も
「
請
乞
禁
身

輿
謹
封
蛍
」
と
見
え
、
直
接
相
鎖
し
て
取
調
に
蛍
た
る
意
味
に
解
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

(
官
山
)
本
文
書
に
は
、
紀
年
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
藤
枝
晃
氏
が
紹
介
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さ
れ
た
有
制
御
館
に
所
蔵
さ
れ
る
長
行
馬
関
連
の
文
書
が
、
開
元
七
年
l

十
年
に
属
す
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
蛍
文
書
も
そ
の
近
く
に
置
く
こ
と

は
許
さ
れ
よ
う
。
藤
枝
晃
「
長
行
馬
文
書
」
(『墨
美
』
六

O
鋭
、
一
九

五
六
年
)
。

(
お
〉
前
掲
註
〈
3
〉
拙
稿
。

(
釘
〉
本
文
書
か
ら
、
突
豚
の
遊
爽
首
領
が
、
濯
減
作
業
に
関
わ
る
人
夫
や

糧
食
に
つ
い
て
、
西
州
都
督
府
と
計
曾
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

文
書
官
頭
に
「
口
口
菖
撤
畷

Q
R
)
下
遜
突
首
領
骨
濯
梯
斯
」
と
見

え
る
が
、
骨
逮
捕
帥
斯
は
「
ガ
イ
ド
」
「
道
案
内
人
」
を
意
味
す
る
古
ト

ル
コ
語
官

-
2
5
の
漢
字
音
篤
と
理
解
で
き
る
。
石
見
清
俗
「
「
阿
史

那
枇
伽
特
動
墓
誌
」
誇
試
稿
」
(
『
内
陸
ア
ジ
ア
言
語
の
研
究
』

W
、一

九
九
一
年
〉
七
五
頁
。
先
の
「
烏
路
子
」
の
こ
と
も
考
え
る
と
、
漢
使

の
護
衛
・
引
導
を
彼
ら
遊
牧
属
探
部
落
民
に
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
う

か
が
え
る
。
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ハm
品
〉
こ
の
勲
、
ご
ニ
世
紀
に
モ

γ
ゴ
ル
勢
力
が
及
ん
で
く
る
と
、
周
知
の

よ
う
に
、
ジ
ャ
ム
チ
と
よ
ば
れ
る
交
通
制
度
が
導
入
さ
れ
、
再
度
東
西

に
延
び
る
交
通
路
〈
公
路
〉
が
整
備
さ
れ
て
く
る
が
、
こ
の
時
、
ジ
ャ

ム
チ
制
度
の
な
か
に
長
行
馬
と
い
う
用
語
・か
使
用
さ
れ
、
さ
ら
に
ト
ゥ

ル
フ
ァ

γ
出
土
の
ト
ル
コ
・
モ
ン
ゴ
ル
文
献
に
三
国
『
と
い
う
言
葉
が

依
然
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
モ
ン

ゴ
ル
支
配
時
期
の
己
ミ
と
長
行
馬
な
ど
が
、
同
じ
言
葉
を
使
用
し
な

が
ら
、
如
何
な
る
寅
態
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
の
か
検
討
し
、
唐
の
支

配
時
期
と
の
連
関
性
や
相
違
す
る
部
分
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
こ

の
地
域
の
六
世
紀
か
ら
モ
ン
ゴ
ル
時
期
の
二
ニ
・
一
四
世
紀
に
い
た
る

歴
史
的
な
展
開
と
も
か
か
わ
っ
て
、
今
後
検
討
す
べ
き
重
要
な
課
題
と

も
な
る
。

〈
却
〉
前
掲
註
(
幻
〉
拙
稿
、
五
五
頁
。
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ON Ａ TRAFFIC MANAGEMENT OF THE TANG

　　　

DYNASTY IN THE CENTRAL ASIA

　　　　　　　　　　　　　　　

Arakawa Masaharu

　　

Advanced into the Central Asia, the Tang dynasty established there ａ

new traffic order which replaced ａ previous one that had been held by

nomadic powers and oasis states. That is to say, it distributed transport

facilities for long-journey (changxing fang 長行坊) which were controlled

and managed by soldiers of stationary troops, not only in an area located

east of Tianshan where was under district control of the Tang dynasty,

but also in the four stationary troops of Ａｎχi（Ａｎχi sizhen 安西四鏝），

and the government ｏ伍ce of the goyernor-general in Beiting (Beiting

duhufu北庭都護府), creating military routes that connected those facilities

each other. Indeed, the tｒａ伍ｃof government soldiers, transportation of

military supplies, communication and so on, that supported the Ｔａ!lg

dynasty in administrating the Central Asia, were held by the system above-

mentioned.

　　　　

，

　　　

ﾄ･｡

　　

But it can be obvious that delivery of ｕlaγwhich was traditional among

nomadic people still remained under the Tang dominion and it could be ａ

means of transportation for Chinese envoys according to the state of affairs｡

　　

Establishment and management of the military routes based on the

transport facilities for long-journey played an important role for ｅχpansion

of Tang's politica!，military and economic spheres into the Central Asia,

and thus marked the beginning of new era in history of traffic and trade.

- ２－


